
八
五

漢
字
學
硏
究　

第
一
〇
號

キ
ー
ワ
ー
ド　

晉
獻
公
・
晉
文
公
・

器
・
天
命
・
楚

時
代　

春
秋
中
期
（『
銘
圖
續
』：
前
7
世
紀
前
半
〜
前
6
世
紀
前
半
（
年
代
幅
は
、

卷
1
凡
例
よ
り
引
用
））

收
藏　

某
收
藏
家
（『
銘
圖
續
』）
／
山
西
青
銅
博
物
館
（2022

年
現
在
）

大
き
さ　

高11.7cm

、口
径40cm

、兩
耳
間
の
距
離45cm
（『
銘
圖
續
』
よ
り
）、

重
さ7kg

（「
新
華
網
」2019

年
1
月
26
日
よ
り
）

要
約　

晉
公
（
文
公
？
）
が
、
楚
に
嫁
ぐ
娘
の
た
め
に
作
成
し
た

器
で
あ
る
。

銘
文
は
、
始
祖
唐
公
と
父
憲
（
獻
？
）
公
の
功
績
を
謳
う
部
分
、
作
器
者
た
る
晉

公
が
自
ら
の
功
績
を
自
贊
す
る
部
分
、
嫁
ぐ
娘
へ
の
告
解
の
部
分
、
末
尾
の
吉
祥

句
の
部
分
で
構
成
さ
れ
る
。
本
器
は
、
春
秋
期
金
文
に
は
珍
し
い
長
い
銘
文
を
持

つ
の
み
な
ら
ず
（
ほ
ぼ
同
銘
の
佚
器
で
あ
る
晉
公
𥂴
（『
集
成
』10342

／
『
銘
圖
』

6274

）
と
の
關
係
で
も
注
目
さ
れ
た
）、
西
周
期
に
は
周
王
に
の
み
降
さ
れ
た
天

命
が
、
春
秋
期
に
は
諸
侯
に
ま
で
降
さ
れ
る
事
例
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
。

器
制盤

の
深
さ
は
淺
め
で
、三
對
の
圏
足
を
持
つ
。
一
對
の
耳
（
持
ち
手
）
が
あ
り
、

底
面
と
平
行
に
張
り
だ
し
て
か
ら
垂
直
方
向
に
折
れ
曲
が
る
。
圏
足
は
、
何
れ
も

人
が
（
肘
を
折
り
た
た
み
後
ろ
に
伸
ば
し
、
肩
と
肘
で
）
盤
本
體
を
支
え
る
意
匠

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
盤
の
内
側
底
面
中
央
に
は
、
と
ぐ
ろ
を
卷
い
た
二
匹
の

龍
の
意
匠
が
配
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
盤
中
央
に

は
水
鳥
が
、
ま
た
そ
の
周

り
に
は
多
く
の
生
物
（
水

鳥
・
魚
・
龜
・
蛙
）
が
鑄

込
ま
れ
て
お
り
（
生
物
の

中
に
は
、
水
平
方
向
に

360

度
向
き
を
變
更
可
能

な
も
の
が
あ
る
）、
本
器

を
特
徴
付
け
る
意
匠
と

な
っ
て
い
る
。
盤
が
水
を

受
け
る
禮
器
で
あ
る
こ

金
文
通
解

晉
公
盤

山　
　

田　
　

崇　
　

仁

圖 1：晉公盤（⑥呉鎭烽より）



晉
公
盤

八
六

と
を
鑑
み
れ
ば
、
本
器
は
水
を
張
っ
た
状
態
で
完
成
形
と
な
る
も
の
で
、
水
邊
に

生
息
す
る
生
物
を
意
圖
し
て
デ
ザ
イ
ン
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
同
様
な
意
匠
の
盤
と

し
て
、
上
海
博
物
館
藏
の
「
子
仲
姜
盤
（『
新
收
』N

A1464

、
春
秋
早
期
）」
が

あ
る
（
こ
ち
ら
の
生
物
も
、
水
平
方
向
に360

度
變
更
可
能
）。

收
藏　

某
收
集
家
（『
銘
圖
續
』）・
山
西
青
銅
博
物
館
（
現
藏
）

「
山
西
警
方
從
境
外
追
回
春
秋
時
期
青
銅
重
器
〝
晉
公
盤
〞」（
新
華
網
：2019

年
1
月
26
日
）
に
よ
る
と
、
本
器
は
山
西
省
公
安
機
關
に
よ
る2018

年
の
文
化

財
取
締
特
別
行
動
の
成
果
と
し
て
取
り
戻
し
た
貴
重
な
文
化
財
の
一
つ
で
あ
る
。

ま
た
本
器
は
、
犯
罪
組
織
の
手
に
よ
っ
て
盗
掘
さ
れ
海
外
に
違
法
に
賣
却
さ
れ
た

も
の
で
、
數
ヶ
月
間
の
粘
り
強
い
交
渉
の
末
に
、
海
外
よ
り
回
收
す
る
こ
と
に
成

功
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
回
收
後
、
國
家
一
級
文
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

（http://m
.xinhuanet.com

/2019-01/26/c_1124047242.htm

／2022

年
2

月
28
日
閲
覽　

以
下
閲
覧
日
は
同
じ
）。
ま
た
、
中
華
人
民
共
和
國
中
央
人
民
政

府
（
中
央
政
府
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
）
で
も
、
新
華
社
電
を
引
用
す
る
形
で
本
件

に
つ
い
て
の
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（「
山
西
萬
餘
件
被
盗
文
物
移
交
文
物
部

門
」http://w

w
w
.gov.cn/xinw

en/2019-04/10/content_5381244.htm
）。

『
銘
圖
續
』
が
收
藏
者
に
つ
い
て
「
某
收
集
家
」
と
記
す
る
の
は
、
山
西
青
銅

博
物
館
に
所
藏
さ
れ
る
以
前
の
所
藏
者
を
指
す
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、「〝
盜
墓
黑

幫
〞

後
有
保
護
傘
、
山
西
掃
黑
掃
迴
一
座
青
銅
博
物
館
！
（
網
易
新
聞
）」

（https://w
w
w
.163.com

/v/video/VK
ICI7IH

4.htm
l

）
掲
載
の
動
畫
に
、
本

器
に
つ
い
て
解
説
す
る
朱
鳳
翰
と
呉
鎭
烽
と
が
登
場
す
る
。
動
畫
で
は
、
本
器
回

收
の
た
め
に
關
係
者
を
日
本
に
派
遣
し
た
旨
が
語
ら
れ
て
い
る
。

著
錄

『
銘
圖
續
』：952

（
3
卷308

頁
）

⑥
呉
鎭
烽
（
初
出
）

論
文

① 

鄧
佩
玲
『
新
出
兩
周
金
文
及
文
例
硏
究
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、2019

年
）

 

※
第
五
章
が
本
器
關
連
の
既
發
表
論
考
を
ま
と
め
た
部
分
と
な
っ
て
い
る
。

② 

付
振
起
「
晉
公
盤
新
釋
」（
先
秦
史
硏
究
室　

2020

年
8
月
18
日
。
／
在
線
：

http://w
w
w
.xianqin.org/blog/archives/13959.htm

l

）

③ 

管
文
韜
「
試
論
晉
公
盤
銘
文
及
相
關
間
題
」（『
青
銅
器
與
金
文
』
第
3
輯
、

上
海
古
籍
出
版
社
、2019

年
所
收
）

④ 

王
恩
田
「
晉
公
盤
辨
偽
」（
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
硏
究
中
心　

2015

年
3
月
2
日
／
在
線
：http://w

w
w
.fdgw

z.org.cn/W
eb/Show

/

2457

）

⑤ 

葉
磊ら
い

『
晉
國
金
文
整
理
與
硏
究
』（
西
南
大
學
碩
士
論
文
、2019

年
）

⑥ 

呉
鎭
烽
『
晉
公
盤
與
晉
公
𥂴
銘
文
對
讀
』（
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字

硏
究
中
心　

2014

年
6
月
20
日
。
／
在
線
：http://w

w
w
.fdgw

z.org.

cn//W
eb/Show

/2297

）

⑦ 

張
崇
禮
「
晉
公
盤
銘
文
補
釋
」（
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
硏
究
中
心　

2014

年
7
月
2
日
／
在
線
：http://w

w
w
.fdgw

z.org.cn/W
eb/Show

/

2301
）



八
七

漢
字
學
硏
究　

第
一
〇
號

參
考

日
本
語

⑧ 
白
川
靜
「
晉
公
𥂴
」（『
金
文
通
釋
』202

／
『
白
鶴
美
術
館
誌
』
35
、1971

年
）

⑨ 

高
島
敏
夫
「
金
文
に
見
る
古
代
語
の
文
字
表
現
（
一
）
序
論
」『
立
命
館
白

川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
硏
究
所
紀
要
』
14
、2021

年
）

中
國
語

⑩ 

孔
令
通
『
叔
虞
鼎
和
晉
公
𥂴
銘
文
集
釋
』（
吉
林
大
學
碩
士
學
位
論
文
、

2016

年
）

⑪ 

雷
晉
豪
「
失
傳
古
物
的
古
物
硏
究
：〈
晉
公
𥂴
〉
及
其
方
法
論
意
義
：
兼
論

中
國
史
上
第
一
個
美
人
計
」（『
中
國
考
古
學
』
16
、2016

年
）

⑫ 

彭
裕
商
「
晉
公
𥂴
年
代
再
探
」（
陳
偉
武
主
編
『
古
文
字
論
壇
』
第
一
輯
、

2015

年
）

⑬ 

王
澤
文
著
「
晉
公
𥂴
再
硏
究
」（『
華
學
』
8
輯
、2006
年
）
未
見

⑭ 

謝
明
文
「
晉
公
𥂴
銘
文
補
釋
」（『
商
周
文
字
論
集
』、
上
海
古
籍
出
版
社
、

2017

年
所
收
）

⑮ 

呉
毅
強
・
張
卉
「
晉
公
𥂴
與
唐
叔
虞
身
份
小
議
」（『
考
古
與
文
物
』、2014

年
6
期
）
未
見

⑯ 

蘇
榮
譽
「『
匠
心
與
貪
心

―
以
晉
公
盤
爲
代

的
古
代
中
原
青
銅
盤
』（
微

信
：
清
華
大
學
藝
博
館
／
在
線
：https://m

p.w
eixin.qq.com

/s/nK
E_

vGoU
U
lyM
jEfN
99N
D
8Q

）

 

清
華
大
學
の
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
紹
介
ペ
ー
ジ
。
本
器
の
X
線
透

過
畫
像
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

著
錄
書
略
稱

『
集
成
』
中
國
社
會
科
学
院
考
古
硏
究
所
編
『
殷
周
金
文
集
成
』（
中
華
書
局
、

2007

年
修
訂
增
補
本
）

『
新
收
』
鍾
柏
生
等
編
『
新
收
殷
周
青
銅
器
銘
文
暨
器
影
彙
編
』（
藝
文
印
書
館
、

2006

年
）

『
銘
圖
』
呉
鎭
烽
編
『
商
周
青
銅
器
銘
文
暨
圖
像
集
成
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、

2012

年
）

『
銘
圖
續
』
呉
鎭
烽
編
『
商
周
青
銅
器
銘
文
暨
圖
像
集
成
續
編
』（
上
海
古
籍
出
版

社
、2016

年
）

林
編
年
：
林
巳
奈
夫
『
春
秋
戦
国
時
代
青
銅
器
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、1989

年
）

銘
文銘

文
は
内
壁
（
内
側
の
立
ち
上
が
り
部
分
）
に
鑄
込
ま
れ
て
い
る
。
一
行
に
10

字
前
後
、
ま
た
3
行
で
一
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
形
成
す
る
。
全
體
と
し
て
七
ブ
ロ
ッ

ク
21
行
、
総
計183

字
（
重
文
符
号
1
字
）
と
な
っ
て
い
る
。
銘
文
寫
眞
で
は
、

銘
文
部
分
の
色
が
や
や
白
み
が
か
っ
て
お
り
、
あ
た
か
も
象
眼
し
た
か
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
が
、
諸
氏
こ
れ
に
つ
い
て
の
指
摘
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
カ
メ
ラ
の

ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

銘
文
は
晉
公
の
自
述
（
晉
公
曰
）
が
二
回
記
さ
れ
、前
半
が
先
祖
の
勲
功
を
唱
っ

た
部
分
、
後
半
が
楚
に
嫁
ぐ
娘
に
贈
る
言
葉
の
部
分
で
、
何
れ
も
直
接
話
法
で
記

さ
れ
、
最
後
に
定
型
的
な
吉
祥
句
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
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銘文寫眞（⑥呉鎭烽より引用）



八
九

漢
字
學
硏
究　

第
一
〇
號

銘
文
（
本
稿
で
の
檢
討
を
經
て
確
定
し
た
字
釋
に
基
づ
く
）

隹
（
唯
）
王
正
月
初
吉
丁
亥
、
晉
公

曰
、
我
皇
且
（
祖
）

（
唐
）
公
𤸰
（
膺
）
受
大
命
、

左
右
武
王
、

（
教
）

（
畏
）
百

（
蠻
）、（
以
上
、
銘
文
寫
眞
1
）

廣
𨴔
（
闢
）
亖
（
四
）
方
、
至
于
不
（
丕
↓
大
）
廷
、
莫
﹇
不
﹈

秉

。
王
命

（
唐
）
公
、
建
㡯
（
宅
）
京

（
師
）、
君
百
生
（
姓
）
乍
（
作
）
邦
。
我
剌
（
烈
）（
以
上
、
銘
文
寫

眞
2
）

□
（
考
）
憲
公
、
克
□
亢
猷
、
彊
（
強
）
武

魯
宿
、

（
靈
）
名
□
不
、
〓
（
赫
赫
）
才
（
在
）﹇
上
﹈、

台
（
以
）
𠪚
（
嚴
）

（
寅
）

（
恭
）
天
命
、台
（
以
）

（
乂
）（
以

上
、
銘
文
寫
眞
3
）

𦨶
（
朕
）
身
、
孔
靜
（
靖
）

（
晉
）
邦
。
公
曰
、
余

（
雖
）
今
小
子
、
𠭖
（
敢
）
帥
井
（
型
）
先
王
、
秉

徳

（
秩
）﹇

（
秩
）﹈、
𤤧
（
柔
）
燮
萬
邦
、

（
哀
）﹇
哀
﹈
莫
（
以

上
、
銘
文
寫
眞
4
）

不
日
䫌
（
卑
）

（
恭
）。
余
咸
畜
胤
（
俊
）

士
、
乍
虎
（
吾
）
左
右
、
保

（

－

乂
）
王
國
。

刜
（
拂
）

（

）

（
畏
）

（
忌
）、台
（
以
）
𠪚
（
嚴
）

若
（
以

上
、
銘
文
寫
眞
5
）

否
。
乍
（
作
）
元
女
孟
姬
宗
彝
般
（
盤
）、

（
將
）
廣
啓
邦
、
虔

（
恭
）

（
盟
）
祀
、
卲
（
昭
）

（
答
）
皇

（
卿
）、
𤤧
（
柔
）

（
順
）
百
黹
（
職
）。

（
雖
）（
以

上
、
銘
文
寫
眞
6
）

今
小
子
、

（
敕
）

（

－

乂
）
爾
家
、
宗
婦

楚
邦
。
烏
（
於
）

（
昭
）
萬
年
、

（
晉
）
邦
隹
（
唯
）

雗
（
翰
）、
永
㝩
（
康
）
寶
。

（
以
上
、
銘
文
寫
眞
7
）

ま
た
本
器
は
、「
晉
公
𥂴
」

（『
集
成
』10342

／
『
銘
圖
』

6274

、
春
秋
晩
期
／
林
編
年
：

春
秋
Ⅱ
B
（
前
6
世
紀
前
半
））

と
銘
文
の
表
現
の
多
く
を
共
有

す
る
た
め
、
兩
器
は
基
本
的
に

同
一
機
會
の
鑄
造
に
係
る
と
し

て
よ
い
。
本
器
の
獲
得
に
よ
り
、

「
晉
公
𥂴
」
の
不
明
字
・
釋
讀

困
難
字
の
解
讀
に
關
す
る
硏
究

が
進
展
し
た
。

圖 2：晉公𥂴銘文拓本『小校經閣金文拓本』より



晉
公
盤

九
〇

釋
讀

隹
（
唯
）
王
正
月
初
吉
丁
亥

「
隹
（
唯
）」
は
、
發
語
の
助
字
。
金
文
で
は
常
用
語
と
な
る
。

「
王
」
は
、
周
王
と
し
て
問
題
な
い
。
具
體
的
に
ど
の
王
を
指
す
か
は
、
こ
の

文
面
の
み
で
は
不
明
。
本
器
を
晉
文
公
期
と
す
れ
ば
、
東
周
襄
王
（
前651

〜
前

619

年
）
を
指
す
と
推
測
さ
れ
る
。
或
い
は
、
後
文
の
「
正
月
初
吉
丁
亥
」
を
含

め
て
、
単
な
る
定
型
句
と
理
解
す
る
（『
春
秋
』
經
文
の
よ
う
に
、
任
意
の
周
王

で
は
な
く
、「
周
王
」
と
い
う
存
在
自
體
を
指
す
）
こ
と
も
可
能
。

「
正
月
初
吉
丁
亥
」
は
、「
月
＋
月
相
＋
干
支
」
の
形
式
で
月
日
を
記
す
傳
統
的

記
法
だ
が
、「
王
正
月
初
吉
丁
亥
」
と
い
う
表
現
は
、
現
状
で
は
春
秋
期
以
降
の

用
例
し
か
得
ら
れ
て
い
な
い
。
吉
本
道
雅
（「
西
周
紀
年
考
」『
立
命
館
文
學
』

586

、2004

年
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
初
吉
丁
亥
」
の
み
に
事
件
や
鑄
造
の

期
日
が
偏
る
こ
と
は
考
え
が
た
く
、
實
際
に
は
吉
祥
句
的
な
定
型
句
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
と
し
て
よ
い
。
そ
の
た
め
、
⑪
雷
晉
豪
の
よ
う
に
「
初
吉
丁
亥
」
か

ら
暦
年
代
に
換
算
し
て
本
器
の
斷
代
を
探
求
す
る
手
法
は
、
あ
ま
り
建
設
的
な
も

の
と
は
い
え
な
い
。

晉
公
曰
、
我
皇
且
（
祖
）

（
唐
）
公
、
𤸰
（
膺
）
受
大
命
、
左
右
武
王
、

（
教
）
威
百

（
蠻
）、廣
𨴔
（
闢
）
亖
（
四
）
方
、至
于
不
（
丕
↓
大
）

廷
、
莫
﹇
不
﹈
秉

。

晋
公
の
直
接
話
法
形
式
で
記
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
よ
り
韻
文
と
な
る
。

こ
の
部
分
で
は
、
唐
公
の
「
公
（
東
部
）」、
武
王
の
「
王
（
陽
部
）」・
四
方
の
「
方

（
陽
部
）」
が
そ
れ
ぞ
れ
韻
を
踏
む
（
東
陽
合
韻
：
韻
は
、①
鄧
佩
玲
を
參
照
し
た
）。

「
晉
」
に
つ
い
て
。「
晉
」
は
山
西
省
南
部
地
域
を
地
盤
と
す
る
諸
侯
。
出
土
文

字
資
料
で
は
「

」
と
書
か
れ
る
場
合
が
多
く
、『
銘
圖
續
』
の
釋
文
で
も
「

」

と
隷
定
す
る
。
晉
公
𥂴
及
び
本
器
の
別
の
個
所
で
は
「

」
と
な
っ
て
い
る
が
、

こ
の
部
分
は
上
部
の
「
至
」
形
が
上
半
分
の
「
𠫔
」
の
み
使
用
さ
れ
る
字
形
と
な
っ

て
い
る
た
め
、
隷
定
字
は
「
晉
」
と
し
て
お
く
（「
至
」
の
下
部
「
土
」
を
省
略

し
た
字
形
）。
金
文
で
は
、「
𠫑
羌
鐘
」（『
集
成
』161

、
戰
國
早
期
）
や
「
鄂
君

啓
節
」（『
集
成
』12110

・12113

、
戰
國
中
期
）
等
に
類
似
し
た
字
形
が
使
用
さ

れ
る
。

「
公
」
に
つ
い
て
。
晉
は
諸
侯
で
あ
る
た
め
、「
國
号
＋
爵
号
」
の
形
式
と
し
て

は
「
晉
侯
」
と
な
る
。
從
っ
て
、
本
器
銘
の
「
公
」
は
「
君
主
」
の
意
味
で
使
用

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、「
晉
侯
」
は
（
現
状
獲
得
さ
れ
た
青
銅
器
銘

文
で
は
）
西
周
期
の
み
に
使
用
さ
れ
、「
晉
公
」
は
西
周
晩
期
〜
春
秋
初
期
以
降

に
見
え
る
。『
史
記
』
で
は
當
初
「
○
侯
」
と
表
記
し
て
い
た
も
の
の
、
分
家
の

曲
沃
家
が
本
宗
家
を
打
倒
し
て
晉
侯
と
な
っ
た
後
の
晉
君
を
「
○
公
」
と
表
記
す

る
。「

皇
」
に
つ
い
て
。「
皇
」
字
は
、「
白
」
の
中
央
部
分
の
線
を
缺
き
、ま
た
「
王
」

に
つ
い
て
も
「
丄
」
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
晉
公
𥂴
（『
集
成
』10342

）
と
の
比

較
で
、「
皇
」
と
隷
定
し
て
問
題
な
い
。「
皇
且
」
は
「
始
祖
」
の
意
味
と
解
し
た
。

「
（
唐
）」
に
つ
い
て
。
本
器
銘
文
の
「

」
字
は
、晉
公
𥂴
で
は
「

」、「
𫑲
」

と
隷
定
さ
れ
て
い
る
。
本
器
の
場
合
は
、
左
邊
が
「
爵
」、
右
邊
上
部
が
「

」、
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同
下
が
「
昜
」
と
隷
定
可
能
で
あ
る
。
晉
公
𥂴
の
拓
本
が
明
瞭
で
は
な
い
た
め
判

讀
が
難
し
く
、
左
上
が
「
爵
」
の
上
半
分
の
省
體
と
左
下
の
「
昜
」
は
確
認
で
き

る
が
、
右
邊
の
「
阝
（
邑
）」
形
は
確
認
が
困
難
で
あ
る
。
⑥
呉
鎭
烽
は
、「

」

字
を
「
𬋺
（
觴
）」
の
異
體
字
と
隷
定
し
、「
唐
」
と
釋
す
（『
説
文
解
字
』
二
上

に
「
唐
」
の
古
文
「
啺
」
が
收
錄
さ
れ
て
お
り
、「
觴
」
と
声
符
「
昜
」
を
共
有

す
る
）。「
𬋺
（
觴
）」
に
つ
い
て
は
、「
觴
姬
簋
蓋
」（『
集
成
』3945

、西
周
晚
期
）、

『
觴
仲
多
壺
』（『
集
成
』9572
、西
周
晚
期
）
に
見
え
る
（『
説
文
解
字
』
四
下
「「
觴

…
…
「
𤔰
」

文
、
觴
从
爵
省
」
と
あ
る
）。
隷
定
と
釋
字
に
つ
い
て
は
、
⑥
呉

鎭
烽
説
で
問
題
な
い
。

ま
た
「

公
」
は
、
晉
の
「
始
祖
」
で
あ
る
以
上
、
傳
世
文
獻
が
記
す
晉
初
封

の
君
で
あ
る
唐
叔
虞
を
指
す
と
し
て
よ
い
。
唐
叔
虞
出
生
の
記
述
は
、『
史
記
』

晉
世
家
・
三
代
世
表
と
『
春
秋
左
氏
傳
』
昭
公
元
年
と
に
そ
れ
ぞ
れ
見
え
る
が
、

何
れ
も
武
王
の
子
、成
王
の
同
母
弟
と
す
る
。
本
器
や
晉
公
𥂴
で
は
、何
れ
も
「
武

王
を
左
右
し
」
と
明
言
し
て
い
る
以
上
、
成
王
の
弟
と
す
る
傳
世
文
獻
の
認
識
と

は
異
な
る
。
お
そ
ら
く
本
器
や
晉
公
𥂴
作
成
当
時
の
歴
史
認
識
で
は
、魯
（
始
祖
：

周
公
旦
）
と
同
様
に
唐
叔
虞
を
文
王
の
子
と
み
な
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
本

器
の
斷
代
は
少
な
く
と
も
春
秋
晩
期
に
は
降
ら
な
い
が
、
そ
れ
以
降
〜
『
左
傳
』

の
成
書
時
期
で
あ
る
前
四
世
紀
中
頃
ま
で
に
、
唐
叔
虞
の
出
自
に
關
す
る
系
譜
が

變
更
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
膺
受
大
命
…
…
左
右
○
○
」
の
構
文
は
、「
師
訇

」（『
集
成
』4342

、
西
周

晚
期
）「
膺
受
天
命
、
亦
則
於
汝
乃
聖
祖
考
克
左
右
先
王
（
天
命
を
膺
受
し
、
亦

た
則
ち
汝
乃
は
ち
聖
祖
考
克
先
王
を
左
右
け
）」
が
類
似
し
た
表
現
と
な
っ
て
い

る
。

「
𤸰
（
膺
）
受
大
命
」
に
つ
い
て
。「
𤸰
（
膺
）」
は
、『
説
文
解
字
』
四
上
の
「
𨿳
」

の
異
體
字
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
膺
」
と
釋
し
て
問
題
な
い
。「
膺
受
」
で
「
受

け
繼
ぐ
」
の
意
。「
大
命
」
は
「
大
い
な
る
命
令
」
の
意
。「
膺
受
大
命
」
は
、
金

文
で
は

白
歸
苑

（『
集
成
』4331

、
西
周
晩
期
）・
五
祀

鐘
（『
集
成
』

358

、西
周
晩
期
）・
師
克

（『
集
成
』4467

〜4468

、西
周
晩
期
）・
毛
公
鼎
（『
集

成
』2841

、
西
周
晩
期
）
な
ど
に
見
え
る
。
ま
た
別
に
、『
逸
周
書
』
克
殷
解
「
武

王
再
拜
稽
首
、
膺
受
大
命
革
殷
、
受
天
明
命
（
武
王
再
拜
稽
首
し
、
大
命
革
殷
を

膺
受
し
、
天
の
明
命
を
受
く
）」・『
封
許
之
命
』（『
清
華
大
學
藏
戰
國
竹
簡
（
伍
）』

所
收
）
簡
2
に
「
䧹
（
膺
）
受
大
命
」
に
見
え
る
。

こ
こ
で
「
大
命
」
を
受
け
た
の
は
、
唐
叔
虞
そ
の
人
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

松
井
嘉
徳
（「
周
王
の
稱
号

―
王
・
天
子
、
あ
る
い
は
天
王

―
」（『
立
命
館

大
學
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
硏
究
紀
要
』
第
6
号
、2012

年
）、
後
、『
記

憶
さ
れ
る
西
周
史
』（
朋
友
書
店
、2019

年
）
所
收
）
は
、
周
武
王
の
存
在
を
前

提
と
し
た
受
命
の
主
張
で
あ
り
、
唐
公
の
武
王
補
弼
―
さ
ら
に
は
晉
公
の
周
王
輔

翼
を
正
當
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
吉
本
道
雅
（「
春
秋
晉

覇
考
」（『
史
林
』74-5

、1991

年
）、
後
、『
中
國
先
秦
史
の
硏
究
』（
京
都
大
學

學
術
出
版
會
、2005

年
）
所
收
）
が
述
べ
る
晉
覇
の
三
層
構
造
（
周
王
―
覇
者

晉
―
從
属
諸
侯
）
と
、
そ
れ
故
に
周
王
の
存
在
が
覇
権
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
と

い
う
構
造
を
晉
公
自
ら
の
口
頭
で
表
現
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。

西
周
期
に
は
、
天
よ
り
「
大
命
」・
あ
る
い
は
「
天
命
」
を
「
膺
受
」
し
た
人

物
は
周
文
王
の
專
賣
特
許
で
あ
っ
た
。
春
秋
期
に
入
る
と
、
独
自
の
天
命
を
主
張

す
る
諸
侯
が
現
れ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、1978

年
に
陝
西
省
宝
鶏
県

平
郷
太
公
廟
村
よ
り
發
見
さ
れ
た
秦
公
編
鐘
（
集
成262

〜266

、
春
秋
早
期
）・
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秦
公
編
鎛
銘
（
集
成267

〜269

、
春
秋
早
期
）
の
「
秦
公
曰
、
我
先
祖
受
天
命
、

商
賞
宅
受
國
（
秦
公
曰
わ
く
、
我
が
先
祖
天
命
を
受
け
、
宅
を
商
賞
し
國
を
受さ
ず

け

ら
る
）」
で
、
こ
こ
で
天
命
を
受
け
た
先
祖
は
秦
襄
公
を
指
す
。
そ
の
他
金
文
に

見
え
る
「
天
命
」
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
信
弥
「
天
命
は
誰
の
も
の
か
―
金
文
に
見

え
る
天
と
天
命
―
」（
東
ア
ジ
ア
恠
異
學
會
第129

回
定
例
硏
究
會
、2021

年
）

が
要
領
よ
く
ま
と
め
て
い
る
。

「
武
王
」
は
西
周
武
王
を
指
す
と
し
て
問
題
な
い
。

「

（

）
（
畏
）」
に
つ
い
て
。「

」
は
左
上
が
「
爻
」、右
下
が
「
月
」
で
、

兩
者
の
間
に
「
月
」
を
上
か
ら
覆
う
よ
う
な
筆
畫
が
見
ら
れ
る
。
右
側
は
「
殳
」

と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
⑥
呉
鎭
烽
は
當
該
字
を
「

」
と
隷
定
し
、「

」
の
異

體
字
で
「
教
」
の
意
味
と
し
、ま
た
「

」
は
「
畏
」
の
異
體
字
で
、「
畏
」
は
「
威
」

の
意
味
と
し
、
類
例
と
し
て
「
蔡
侯
產
劍
（『
集
成
』11602

、
戰
國
早
期
）「
蔡

𥎦
（
侯
）
產
乍
（
作
）
畏
（
威
）
𢼂
（
教
）（
蔡
侯
產
、威
教
を
作
る
）」
を
擧
げ
る
。

⑥
呉
鎭
烽
は
こ
れ
ら
の
字
釋
を
踏
ま
え
、「
教
威
」
を
「
威
厳
の
あ
る
命
令
」
と

釋
す
。
今
、
こ
れ
に
從
う
。

「
百

（
蠻
）」
に
つ
い
て
。「

」
は
「
蠻
」
の
省
文
。「
百
蠻
」
は
、「
多
く

の
戎
狄
」
の
意
。「
百
蠻
」
は
、
秦
公
鐘
・
秦
公
編
鎛
銘
に
も
見
え
る
。

「
廣
𨴔
（
闢
）
亖
（
四
）
方
」
に
つ
い
て
。「
𨴔
」
は
、
門
構
え
の
右
側
が
や
や

不
鮮
明
だ
が
、「
門
」
と
隷
定
し
て
お
く
。
當
該
字
は
、
門
構
え
と
下
か
ら
上
向

き
に
兩
手
が
上
が
っ
て
い
る
字
形
で
、「
𨴔
」
と
隷
定
さ
れ
、「
闢
」
と
釋
し
て
問

題
な
い
。
⑥
呉
鎭
烽
は
、「
闢
」
と
釋
し
て
「
開
辟
・
開
拓
の
意
」
と
し
、「
廣
𨴔

（
闢
）
亖
（
四
）
方
」
で
「
周
王
の
開
拓
し
た
疆
域
」
と
解
す
る
。
今
、
こ
れ
に

從
う
。

漢
數
字
の
四
は
、甲
骨
文
で
は
も
っ
ぱ
ら
「
亖
」
が
使
用
さ
れ
る
。
金
文
で
は
、

「
亖
」
は
殷
〜
戰
國
ま
で
使
用
さ
れ
、「
四
」
は
春
秋
晩
期
以
降
に
使
用
さ
れ
始
め

る
。
秦
簡
は
「
四
」
を
專
用
し
、
楚
簡
は
「
亖
」・「
四
」
の
雙
方
が
使
用
さ
れ
る
。

「
四
方
」
は
「
周
邊
一
帯
」
の
意
味
と
し
た
。
こ
の
場
合
の
「
周
邊
」
は
、
武
王

の
克
殷
に
伴
う
殷
の
殘
存
勢
力
や
殷
の
方
國
を
指
す
と
推
測
さ
れ
る
が
、
或
い
は

具
體
的
な
活
動
で
は
な
く
、「
武
王
の
克
殷
を
助
け
た
」
程
度
の
修
辭
的
表
現
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
至
于
不
（
丕
）
廷
」
に
つ
い
て
。「
不
廷
」
と
隷
定
す
る
こ
と
自
體
に
問
題
は

無
い
が
、
晉
公
𥂴
が
「
不
」
を
「
大
」
に
作
る
た
め
、
當
該
字
を
否
定
詞
と
釋
す

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
⑥
呉
鎭
烽
は
、
訓
に
「
大
」
の
意
味
が
あ
る
「
丕
」
と
す

る
解
釋
と
、
否
定
詞
「
不
」
と
解
釋
す
る
説
と
を
そ
れ
ぞ
れ
擧
げ
る
。「
大
」
と

す
る
説
の
場
合
、「
大
廷
」
の
前
に
「
至
于
」
が
あ
る
以
上
「
大
廷
」
は
具
體
的

な
地
名
で
あ
る
は
ず
で
、「
不
」を
否
定
詞
と
解
釋
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
し
、「「
不

廷
」
を
名
詞
と
し
て
「
丕
↓
大
」・「
廷
↓
庭
」
と
解
釋
し
、
地
名
「
大
庭
」
と
結

論
づ
け
る
。
但
し
、
⑥
呉
鎭
烽
が
述
べ
る
「
大
庭
」
を
傳
世
文
獻
に
記
述
さ
れ
る

「
大
庭
氏
國
」
と
見
な
す
の
に
は
贊
成
し
難
い
。
何
故
な
ら
、
傳
世
文
獻
の
「
大

庭
氏
」
は
『
莊
子
』

篋
「
昔
者
容
成
氏
・
大
庭
氏
・
伯
皇
氏
…
…
」
の
よ
う
に
、

傳
説
上
の
古
帝
王
（
の
國
）
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
⑥
呉
鎭
烽
は
本
器
の
獲

得
に
よ
っ
て
「
大
庭
氏
」
を
過
去
の
古
帝
王
で
は
な
く
、
春
秋
期
の
具
體
的
な
國

家
名
と
し
て
解
釋
す
る
べ
き
と
す
る
が
、
さ
す
が
に
そ
れ
は
無
理
が
あ
る
。
ま
た

別
に
⑥
呉
鎭
烽
は
惑
説
と
し
て
「
不
」
を
否
定
詞
と
解
釋
し
、
⑥
呉
鎭
烽
の
言
う

「
王
廷
に
朝
覲
し
な
い
方
國
」
と
す
る
解
釋
を
擧
げ
る
。
本
稿
で
は
、「
至
」
を
「
〜

に
達
す
る
」
と
解
し
、
ま
た
晉
公
𥂴
が
「
不
」
を
「
大
」
に
作
る
こ
と
を
考
慮
に
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入
れ
て
「
大
廷
に
至
る
」
と
釋
し
、「
大
廷
」
の
具
體
的
な
地
望
は
不
明
と
し
て

お
く
。

「
莫
﹇
不
﹈
秉

」
に
つ
い
て
。
本
器
は
、
晉
公
𥂴
に
見
え
る
「
莫
」
の
後
ろ

の
「
不
」
を

く
。「
不
」
の
有
無
に
よ
り
、
否
定
と
二
重
否
定
と
い
う
全
く
異

な
る
文
脈
に
な
る
が
、晉
公
𥂴
の
釋
字
「
莫
不
史
（
事
）
公
」
を
參
考
に
す
れ
ば
、

二
重
否
定
と
解
釋
し
た
方
が
良
く
、
本
器
で
は
「
不
」
を
入
れ
忘
れ
た
と
解
釋
す

べ
き
で
あ
る
。「

」
は
、「
禾
」
と
「
又
」
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
字
形
と
判
斷

で
き
る
た
め
、
⑥
呉
鎭
烽
の
「
秉
」
と
す
る
隷
定
で
問
題
な
い
。「

」
に
つ
い

て
。
⑥
呉
鎭
烽
は
不
明
字
と
し
、「

」と
模
寫
す
る
の
み
で
あ
る
。
②
付
振
起
は
、

左
側
を
「
戈
」、
右
側
を
「
鬼
」
と
そ
れ
ぞ
れ
隷
定
し
、「
威
」
と
釋
す
べ
き
と
し

た
（
②
付
振
起
は
「
鬼
」
↓
「
威
」
の
理
由
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
兩
字
は
共

に
微
部
で
あ
り
、
そ
れ
を
理
由
と
し
て
通
假
を
想
定
し
た
も
の
だ
ろ
う
）。「
鬼
」

と
「
戈
」
と
が
部
品
に
含
ま
れ
る
字
形
と
し
て
、「
鬼
」
の
異
體
字
で
あ
る
「
𪭎
」

が
あ
り
、
金
文
で
は
「
小
盂
鼎
」（『
集
成
』2839

、
西
周
早
期
）「

」
が
そ
の

例
と
な
る
。
銘
文
の
「

」
を
よ
く
檢
討
す
る
と
、
右
上
の
筆
畫
は
⑥
呉
鎭
烽

の
模
寫
の
よ
う
に
「
日
」
に
似
た
形
で
あ
っ
て
「

」
形
で
は
な
い
。
ま
た
、
左

側
も
横
方
向
の
筆
畫
に
「
V
」
形
の
筆
畫
が
向
か
い
合
わ
せ
に
配
置
さ
れ
る
形
と

な
っ
て
お
り
、
柄
の
部
分
が
直
線
の
筆
畫
で
描
畫
さ
れ
る
「
戈
」
と
釋
す
る
の
は

問
題
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
②
付
振
起
説
は
支
持
し
な
い
。

ま
た
別
に
③
管
文
韜
は
、⑥
呉
鎭
烽
の
曰
古
氏
コ
メ
ン
ト
（
第
21
樓
）
の
「
敬
」

説
を
採
り
上
げ
、
こ
れ
に
贊
同
す
る
。
ま
ず
曰
古
氏
は
、
三
晉
系
の
「
敬
」
の
書

體
が
左
下
の
口
を
缺
く
形
「

」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（『
戰
國
古
文
字
典
』

781-783

ペ
ー
ジ
參
照
）。
次
に
、
上
の
「
秉
」
と
の
文
字
の
配
置

を
鑑
み

て
、
上
の
「
秉
」
字
の
一
部
（「
禾
」
の

下
部
）
の
鑄
型
部
分
が
脱
落
し
て

の

右
上
部
に
移
動
し
、
そ
れ
が
鑄
造
さ
れ
た

結
果

に
な
っ
た
と
想
定
す
る
（
上
圖

參
照
）。
非
常
に
興
味
深
い
説
だ
が
、
今

は
紹
介
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

「

」
の
隷
定
・
字
釋
は
本
稿
で
は
不

明
と
し
て
お
く
が
、
少
な
く
と
も
「
秉
」

の
目
的
語
と
解
釋
さ
れ
る
の
で
、「
秉

」
を
「

を
守
ら
せ
る
」
と
解
釋
し

て
お
く
（
こ
の
文
脈
に
當
て
は
ま
り
そ
う

な
語
彙
と
し
て
『
詩
』
大
雅
／
烝
民
「
民

之
秉
彝
（
民
の
彝つ

ね

を
秉と

る
／
常
の
道
を
執

り
守
る
）」が
あ
る
。
毛
傳「
彝
は
常
な
り
」。

鄭
箋
「
秉
は
執
な
り
。
民
の
執
持
す
る
所
、

常
道
あ
り
」。「
常
」
で
あ
れ
ば
本
銘
文
の

他
の
部
分
と
同
韻
（
陽
部
）
な
の
で
都
合

が
よ
い
が
、
字
形
が
異
な
る
の
で
そ
の
ま

ま
當
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
）。

王
命

（
唐
）
公
、
建
㡯
（
宅
）
京

（
師
）、君
百
生
（
姓
）
乍
（
作
）
邦
。

圖 4：③管文韜の曰古説による文字の檢討
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唐
公
の
「
公
」・
作
邦
の
「
邦
」
で
韻
を
踏
む
（
何
れ
も
東
部
）。

「
王
命

（
唐
）
公
」
に
つ
い
て
。
こ
の
「
王
」
は
『
史
記
』
や
『
左
傳
』
を

參
考
に
す
れ
ば
成
王
の
事
だ
ろ
う
が
、
上
文
の
「
左
右
武
王
」
を
踏
ま
え
る
と
武

王
で
あ
る
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。「

」
の
字
釋
は
既
に
述
べ
た
。

「
建
㡯
（
宅
）
京

（
師
）」
に
つ
い
て
。「
建
」
は
本
器
で
は
「

」、
晉
公

𥂴
で
は
「

」
と
な
っ
て
い
る
。
晉
公
𥂴
の
拓
本
が
不
鮮
明
で
あ
っ
た
た
め
、様
々

な
字
釋
が
提
示
さ
れ
た
が
、
本
器
の
名
文
を
參
考
に
す
れ
ば
、
晉
公
𥂴
も
「
建
」

と
隷
定
し
て
可
と
判
斷
さ
れ
る
。「
㡯
（
宅
）」
は
、本
器
が
「
广
」
に
從
う
字
形
、

晉
公
𥂴
は
「
宀
」
に
從
う
字
形
と
な
っ
て
い
る
が
、『
説
文
解
字
』
七
下
「
宅
」

に
古
文
字
形
と
し
て
「
㡯
」
が
擧
げ
ら
れ
て
お
り
、兩
者
は
異
體
字
關
係
で
あ
り
、

ど
ち
ら
も
「
宅
」
で
あ
る
と
し
て
よ
い
。「
京

（
師
）」
に
つ
い
て
。
隷
定
、
字

釋
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
。
こ
の
京
師
が
ど
こ
を
指
す
か
が
問
題
だ
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
晉
公
𥂴
の
硏
究
史
上
、武
王
の
都
「
鎬
京
（
陝
西
省
西
安
市
）」・『
漢
書
』

地
理
志
記
載
の
「
太
原
郡
京
陵
県
（
山
西
省
平
遙
縣
）」
な
ど
、
複
數
の
説
が
提

示
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
⑥
呉
鎭
烽
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
晉
姜
鼎
の
「
京

師
」
と
同
様
「
晉
國
國
都
」
を
指
す
と
す
る
説
に
從
う
晉
の
國
都
に
つ
い
て
は
、

馬
保
春『
晉
國
歷
史
地
理
硏
究
』（
文
物
出
版
社
、2007

年
）を
參
照
さ
れ
た
し（
馬

保
春
の
見
解
に
據
れ
ば
、
山
西
省
臨
汾
市
翼
県
西
南
と
推
定
）。
本
器
の
場
合
は
、

唐
叔
虞
の
封
じ
ら
れ
た「
唐
國
都
城
」と
な
る
。「
建
宅
京
師
」全
體
で「
こ
の（
唐

／
晉
）
國
の
都
城
を
建
設
し
」
の
意
味
と
解
し
た
。

「
君
百
生
（
姓
）
乍
（
作
）
邦
」
に
つ
い
て
。
字
釋
で
問
題
と
な
る
の
は
「

」

で
あ
る
。
⑥
呉
鎭
烽
は
、
本
器
と
比
較
し
て
晉
公
𥂴
の
釋
字
「
晉
」
と
す
る
の
は

誤
り
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
類
例
と
し
て
『
古
璽
彙
編
』3649

「
百

戞
武
」
の
「

」
を
擧
げ
る
。
ま
た
「

」
の
字
釋
に
つ
い
て
は
、
唐
蘭
・
裘

錫
圭
等
の
字
釋
を
參
考
に
し
つ
つ
も
斷
定
は
し
て
い
な
い
。
⑥
呉
鎭
烽
の
句
全
體

の
解
釋
を
參
考
に
す
れ
ば
「
眞
」・「
顚
」
の
「
匕
」
で
あ
り
、「
征
服
」
程
度
の

意
味
で
解
釋
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
別
に
、
⑥
呉
鎭
烽
の
曰
古
氏
コ
メ

ン
ト
（
第
23
樓
・
第
42
樓
）
で
は
、「
匕ひ

」
と
隷
定
し
て
「
辟
」
と
釋
す
べ
き
と
し
、

「
百
辟
」
は
「
百
官
」
を
意
味
し
、「
君
百
辟
作
邦
」
の
句
は
「
百
官
を
立
て
て
こ

れ
を
主
催
し
、
以
て
邦
國
を
建
立
し
た
」
と
解
す
る
。
ま
た
別
に
、
⑥
呉
鎭
烽
の

鹿
鳴
氏
コ
メ
ン
ト
（
第
1
樓
）
で
は
、「

」
の
左
半
分
に
錆
で
脱
落
し
て
い
る

部
分
が
あ
り
、
そ
の
部
分
を
補
う
と
「
生
」
と
隷
定
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
指

摘
す
る
。
銘
文
寫
眞
を
見
る
と
、
確
か
に
う
っ
す
ら
と
脱
落
部
分
が
あ
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
の
で
、
本
稿
で
は
鹿
鳴
説
に
從
い
、「
生
」
と
隷
定
し
、「
姓
」
と
釋

す
。「
百
姓
」
は
字
義
そ
の
ま
ま
だ
と
「
多
く
の
人
々
」
程
度
の
意
味
だ
が
、
別

に
「
百
官
」
の
義
も
あ
る
た
め
（
三
國
呉
：
韋
昭
『
國
語
解
』
周
語
中
「
百
姓
、

百
官
也
」）、
本
稿
で
は
「
百
姓
」
の
解
釋
と
し
て
は
曰
古
説
を
採
用
す
る
。
句
全

體
と
し
て
は
「
君
（
唐
叔
虞
）
は
、
百
官
と
共
に
國
を
作
り
上
げ
た
」
と
解
釋
し

た
。

我
剌
（
烈
）
□
（
考
）
憲
公
、
克
□
亢
猷
、
彊
（
強
）
武
魯
宿
、

（
靈
）

名
□
不
、
〓
（
赫
赫
）
才
（
在
）﹇
上
﹈、

憲
公
の
「
公
（
東
部
）」、
在
上
の
「
上
（
陽
部
）」
で
韻
を
踏
む
。

こ
の
部
分
に
補
訂
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
そ
の
結
果
字
に
缺
落
が
複
數
生

じ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
晉
公
𥂴
で
も
缺
落
し
て
い
る
あ
る
た
め
、
隷
定
・
字
釋
・
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意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
難
し
い
。

「
我
剌
（
烈
）
□
（
考
）
憲
公
」
に
つ
い
て
。「
剌
」
の
左
邊
は
「
柬
」
に
從
う
形
。

「
剌
」
と
釋
し
て
問
題
な
い
。
ま
た
、
通
假
し
て
「
烈
」
の
意
と
な
る
（
何
れ
も

月
部
）。「
剌
」
字
に
續
く
字
は
判
讀
不
明
だ
が
、
晉
公
𥂴
に
從
い
「
考
」
を
補
っ

て
お
く
。「
烈
考
」
に
つ
い
て
は
、『
詩
』
周
頌
／
臣
工
之
什
／

「
既
右
烈
考
、

亦
右
文
母
（
既
に
烈
考
に
右た

す

け
ら
れ
、亦
た
文
母
に
右た
す

け
ら
る
）」
と
あ
り
、南
宋
：

朱
熹
『
詩
集
傳
』「
烈
考
猶
皇
考
也
（
烈
考
、
猶
お
皇
考
の
ご
と
き
な
り
）」
の
注

記
に
從
え
ば
、亡
く
な
っ
た
父
親
を
指
す
表
現
と
な
る
。
本
稿
で
は
「
烈
」
の
「
大

い
な
る
功
績
を
擧
げ
た
」
と
い
う
意
味
を
踏
ま
え
、「
偉
大
な
亡
父
」
と
解
す
。

「
憲
公
」
は
、『
史
記
』
や
『
世
本
』
佚
文
な
ど
の
春
秋
期
諸
侯
の
系
譜
資
料
に

見
え
る
歴
代
晉
公
に
は
、
そ
の
名
が
見
え
な
い
。

⑥
呉
鎭
烽
は
雙
聲
疊
韻
（
曉
母
元
部
）
の
關
係
に
あ
る
「
獻
」
を
有
す
る
獻
公

で
あ
る
（
在
位
：
前676

〜
前651

年
）
と
し
、
傍
證
と
し
て
『
隸
釋
』
卷
一
：

咸
陽
靈
臺
碑
（
筆
者
注
：『
隸
釋
』
で
は
「
成
陽
靈
臺
碑
」
に
作
る
）「
驛
憲
」
の

南
宋
：
洪こ

う
か
つ适
釋
「
憲
當
讀
爲
獻
」
を
擧
げ
、
更
に
『
逸
周
書
』
謚
法
解
（
文
淵
閣

『
四
庫
全
書
』
本
）「
博
聞
多
能
曰
獻
。
聰
明
叡
哲
曰
獻
。」
に
つ
い
て
、『
史
記
正

義
』
謚
法
解
と
『
汲
冡
周
書
』
周
公
諡
法
解
（
晉
孔
晃
注
）
に
そ
れ
ぞ
れ
「
博
聞

多
能
曰
憲
」
と
「
獻
」・「
憲
」
が
通
假
す
る
と
指
摘
す
る
（
筆
者
注
：『
汲
冡
周
書
』

周
公
諡
法
解
（
晉
孔
晃
注
）
は
、『
四
部
叢
刊
』
本
を
指
す
と
思
わ
れ
る
）。

筆
者
管
見
の
限
り
で
は
、
同
様
の
例
と
し
て
、
唐
：
孔
穎
達
『
春
秋
正
義
』
定

公
九
年
「
正
義
曰
、
謚
法
、
博
聞
多
能
曰
獻
」
／
南
宋
：
程
公
説
『
春
秋
分
記
』

卷
五
十
三
「
諡
法
、
博
聞
多
能
曰
獻
」
な
ど
が
が
「
獻
」
を
使
用
し
、『
文
選
』

卷
四
十
六
「
任
昉
「
王
文
憲
集
序
」」
李
善
注
に
「
謚
法
曰
、
忠
信
接
禮
曰
文
、

博
文
多
能
曰
憲
」、
唐
：
權
徳
輿
「
唐
故
常
州
刺
史
獨
孤
及
謚
議
」（
北
宋
：
姚
鉉

『
唐
文
粋
』
卷
第
四
十
一
所
收
）「
謚
法
曰
、
博
文
多
能
曰
憲
」・
北
宋
：
蘇
洵
『
諡

法
』
卷
三
「
博
聞
多
能
曰
憲
」・
段
玉
裁
『
説
文
解
字
注
』
卷
十
下
「
憲
」
に
「
謚

法
。
博
聞
多
能
爲
憲
」
な
ど
が
「
憲
」
を
使
用
す
る
。
ま
た
別
に
、「
戎
生
鐘
」（『
銘

圖
』15239

〜15246

、春
秋
早
期
）
に
「
皇
祖
憲
公
」
の
例
が
あ
る
。
路
國
權
「
甲

骨
文
、
金
文
新
釋
兩
則
」（『
考
古
與
文
物
』2014

年
第
2
期
）
は
、
晉
獻
侯
（
在

位
：
前822

〜
前812

年
）
を
指
す
と
す
る
。「
戎
生
鐘
」
の
作
器
者
「
戎
生
」
が
、

「
憲
公
」
を
「
皇
祖
（
宗
廟
で
始
祖
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
先
祖
）」
と
稱
す
る
以
上
、

西
周
に
遡
る
國
君
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
援
用
す
る
と
、
本
器
の

場
合
も
春
秋
期
の
獻
公
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

何
れ
に
せ
よ
、「
獻
」・「
憲
」
が
通
假
の
關
係
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

「
憲
公
」
が
「
獻
公
」
だ
と
す
れ
ば
、
彼
の
子
輩
か
つ
晉
公
の
位
に
昇
っ
た
人

物
と
し
て
は
、
公
子
卓
（
在
位
：
前651

年
）・
惠
公
（
在
位
：
前650

〜
前

637

年
）・
文
公
（
在
位
：
前636

〜
前628

年
）
の
三
人
が
い
る
。
⑥
呉
鎭
烽

は
後
文
で
作
器
者
に
つ
い
て
檢
討
を
行
い
、
在
位
僅
か
一
ヶ
月
の
公
子
卓
は
除
外

さ
れ
、惠
公
も
娘
が
婚
姻
年
齡
に
達
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
除
外
す
る
。

そ
し
て
晉
文
公
に
つ
い
て
は
、『
左
傳
』
僖
公
二
十
四
年
に
見
え
る
趙
衰
の
妻
が
、

『
列
女
傳
』
卷
二
「
晉
趙
衰
妻
」
に
「
晉
文
公
之
女
也
、
號
趙
姬
」
と
記
さ
れ
る

こ
と
を
根
據
に
、
婚
姻
可
能
な
娘
が
居
る
以
上
、
文
公
が
ふ
さ
わ
し
い
と
し
た
。

こ
の
見
解
は
、
從
來
の
晉
公
𥂴
の
斷
代
（『
銘
圖
』
春
秋
晩
期
／
林
編
年
：
春

秋
Ⅱ
B
（
前
6
世
紀
前
半
）
と
は
合
わ
な
い
が
、
彭
裕
商
の
紋
様
や
銘
文
書
體
の

特
徴
か
ら
前670

〜
前600

年
邊
り
に
斷
代
を
設
定
す
る
新
説
が
提
示
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
を
參
考
に
す
れ
ば
前
7
世
紀
後
半
期
の
獻
公
の
子
輩
が
ふ
さ
わ
し
い
こ
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と
に
な
る
。

し
か
し
、
晉
楚
が
本
格
的
に
政
治
・
軍
事
的
な
接
触
を
行
っ
た
の
は
前632

年

の
城
濮
の
戰
い
以
降
で
あ
り
、
加
え
て
文
公
期
全
體
で
の
對
楚
關
係
は
基
本
的
に

敵
對
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
軽
々
に
首
肯
す
る
の
も
躊
躇
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
或
い
は
「
烈
考
」
を
「
烈
祖
」
と
見
な
す
こ
と
で
、
父
子
關
係
で
は
な

く
も
う
少
し
下
の
世
代
（
襄
公
・
靈
公
・
成
公
（
以
上
、
文
公
の
子
）・
景
公
）

ま
で
廣
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
父
・
祖
父
た
る
文
公
を
擧
げ
な

い
で
、
獻
公
を
擧
げ
る
こ
と
に
疑
問
が
殘
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
憲
公
＝
獻
公
」
と
い
う
解
釋
の
下
で
は
本
器
の
作

器
者
を
文
公
と
す
る
の
が
お
さ
ま
り
が
よ
い
。
從
っ
て
本
稿
で
も
消
極
的
か
つ
消

去
法
的
で
は
あ
る
が
、
文
公
説
に
從
っ
て
お
く
。
別
に
、
晉
惠
公
の
息
子
大
子
圉

（
後
の
晉
懐
公
／
在
位
：
前637

〜636

年
）
が
大
子
時
代
に
既
に
婚
姻
を
結
ん

で
お
り
、
加
え
て
惠
公
に
は
娘
が
存
在
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
（『
左
傳
』
僖

公
十
七
年
）、
そ
の
父
た
る
晉
惠
公
も
一
應
候
補
者
と
な
り
得
る
可
能
性
が
あ
る
。

た
だ
し
、
惠
公
の
娘
は
大
子
圉
の
秦
へ
の
人
質
と
同
時
に
秦
で
侍
女
と
な
っ
た
と

書
か
れ
て
い
る
た
め
、
惠
公
が
彼
女
以
外
に
娘
を
持
た
な
か
っ
た
場
合
、
文
公
の

可
能
性
が
よ
り
高
く
な
る
。

「
克
□
亢
配
」
に
つ
い
て
。
こ
の
部
分
は
、
補
修
が
施
さ
れ
て
お
り
、
一
部
の

銘
文
に
配
置
の
ズ
レ
と
缺
落
が
見
ら
れ
る
。
⑥
呉
鎭
烽
は
「
克
□
亢
配
」
と
釋
し
、

二
字
目
を
不
明
字
と
す
る
。
⑦
張
崇
禮
も
そ
れ
に
從
う
。
一
方
『
銘
圖
續
』
の
釋

文
で
は
、「
克
□
亢
猷
」
と
す
る
。
ま
た
別
に
、
⑥
呉
鎭
烽
へ
の
黄
杰
氏
コ
メ
ン

ト
（
第
38
樓
）
は
、
⑥
呉
鎭
烽
が
「
□
亢
」
と
釋
し
た
部
分

（
點
線
で
圍
っ

た
内
側
）
を
實
は
一
文
字
で
あ
る
と
し
（
字
釋
は
不
明
と
す
る
）、
ま
た
⑥
呉
鎭

烽
が
「
配
」
と
釋
し
た
字
「

」
の
右
邊
に
つ
い
て
、「
己
」
で
は
な
く
「
犬
」

に
從
う
字
形
と
見
な
し
、「
猷
」
と
釋
す
べ
き
と
し
た
。
更
に
句
も
、
後
文
の
「
彊

（
強
）」
と
區
切
ら
ず
に
「
猷
彊
（
強
）」
と
し
、意
味
が
近
い
（
何
れ
も
「
は
か
る
」

「
は
か
り
ご
と
」
の
意
）
こ
と
か
ら
「
謀
強
」（
清
華
簡
『
程
寤
』
簡
9
「
謀
強
」・

『
逸
周
書
』
大
開
・
小
開
「
謀
競
」）
の
意
味
で
あ
る
と
す
る
。
更
に
別
の
⑥
呉
鎭

烽
へ
の
王
寧
氏
コ
メ
ン
ト
（
第
40
樓
）
は
、黄
杰
氏
コ
メ
ン
ト
（
第
38
樓
）
の
「
□

亢
」
部
分
を
一
文
字
で
あ
る
と
す
る
指
摘
を
支
持
し
、
押
韻
の
觀
點
か
ら
「
克
亢

（
抗
）
猷
彊
」
と
釋
し
、「
奮
發
圖
強
（
強
く
な
る
た
め
に
努
力
す
る
）」
の
意
味

と
解
す
。
⑤
葉
磊
は
、「
□
亢
」
を
二
字
と
し
て
分
け
る
一
方
、
不
明
字
の
上
部

に
「
𠆢
」
形
が
確
認
で
き
る
と
す
る
が
、
不
明
字
の
隷
定
・
釋
字
に
つ
い
て
は
不

明
と
す
る
。
②
付
振
起
は
、
不
明
字
「
□
」
に
つ
い
て
、
殘
存
部
分
か
ら
「
光
」

で
は
な
い
か
と
し
、「
亢
」
は
殘
缺
部
分
を
含
め
た
字
の
構
造
か
ら
判
斷
し
て
恐

ら
く
は
「
亢
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
一
應
そ
の
ま
ま
讀
ん
で
お
く
と
し
、「
克

光
亢
配
」
を
獻
公
が
先
君
か
ら
の
遺
志
を
繼
承
復
興
さ
せ
た
こ
と
を
表
現
し
た
と

す
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
⑥
呉
鎭
烽
が
「
□
亢
」
と
釋
し
た
部
分
に
つ
い
て
、
筆
者
の

管
見
で
は
「
亢
」
字
の
上
部
が
他
と
接
續
し
て
い
る
痕
跡
が
確
認
で
き
ず
、
ま
た

⑤
葉
磊
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
傳
世
文
獻
の
『
管
子
』
大
匡
・『
韓
詩
外
傳
』
卷

六
な
ど
に
「
彊
武
」
が
見
え
る
た
め
、「
彊
武
」
を
一
語
と
し
て
區
切
ら
ず
、「
□

亢
」
と
分
け
る
讀
み
方
に
從
う
。
次
に
、「

」
の
隷
定
・
釋
字
に
つ
い
て
は
、

字
形
を
見
る
限
り
、「
犬
」
に
從
う
字
形
と
見
な
し
「
猷
」
と
釋
す
黄
杰
氏
コ
メ

ン
ト
に
從
う
。
そ
し
て
、
句
全
體
は
「
克
□
亢
猷
」
と
隷
定
し
、「
克
」
は
「
能
」、

「
亢
」
を
「
極
」、「
猷
」
を
「
謀
」
と
解
し
、「
□
（
恐
ら
く
は
「
堪
」・「
任
」
の
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よ
う
な
、そ
の
職
務
を
耐
え
勤
め
る
」邊
り
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
か
。「
克
堪
」

と
同
義
の
語
と
し
て
「
克
龕
」
が
あ
り
、「
龕
」
は
⑤
葉
磊
説
の
指
摘
す
る
「
𠆢
」

形
を
有
す
る
字
だ
が
、
こ
れ
は
望
文
主
義
で
し
か
な
く
、
參
考
程
度
に
と
ど
め
て

お
く
）
を
成
し
遂
げ
、
猷
（
謀
）
を
極
め
」
の
意
味
と
す
る
。
全
體
と
し
て
は
、

憲
（
獻
）
公
が
、「
よ
く
そ
の
任
に
あ
た
り
、
更
な
る
發
展
を
遂
げ
る
た
め
の
計

畫
を
練
り
上
げ
た
」
と
釋
し
た
。

「
彊
（
強
）
武
魯
宿
」
に
つ
い
て
。「
彊
（
強
）」
を
前
句
に
つ
な
げ
る
か
、
こ

こ
か
ら
新
し
い
句
と
す
る
か
な
ど
、
前
後
の
句
と
ど
の
よ
う
に
區
切
る
か
で
、
晉

公
𥂴
の
解
釋
よ
り
議
論
が
あ
る
。

⑥
呉
鎭
烽
は
、「
彊
武
魯
宿
」
と
區
切
る
。「
彊
武
」
を
「
武
力
を
強
化
し
、
實

力
を
拡
充
し
、
領
土
を
廣
げ
る
」
と
し
、
獻
公
期
の
他
諸
侯
を
多
數
滅
ぼ
し
て
の

疆
域
拡
大
（『
韓
非
子
』
難
二
「
吾
先
君
獻
公
、
并
國
十
七
、
服
國
三
十
八
」）
を

記
し
た
も
の
と
す
る
。
一
方
、「
魯
宿
」
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
異
な
る
解
釋
を

提
示
す
る
。
ま
ず
一
つ
目
は
、「
魯
」
は
「
嘉
」
に
通
じ
「
善
」
の
意
味
で
金
文

常
見
の
語
で
あ
る
と
し
、「
宿
」
は
「
安
」・「
守
」
と
訓
ず
る
こ
と
が
で
き
、「
魯
宿
」

で
「
善
安
」
の
意
味
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
場
合
「
憲
（
獻
）
公
の
國
を
治
め
民

を
守
る
と
い
う
極
め
て
よ
い
こ
と
を
稱
揚
す
る
」
の
意
味
と
な
る
と
す
る
。
二
つ

目
は
、「
魯
」
を
「
遲
」
と
訓
じ
、
引
申
し
て
「
緩
」
の
意
味
と
な
る
と
し
、「
宿
」

を
「
縮
」
と
讀
ん
で
「
取
」・「
斂
」
の
意
味
と
す
る
説
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
「
獻

公
は
征
戰
が
終
わ
っ
た
後
、
引
き
締
め
て
い
た
も
の
を
ゆ
る
め
、
國
民
を
休
ま
せ

回
復
さ
せ
た
」
の
意
味
と
な
る
と
す
る
。

⑦
張
崇
禮
は
、「
彊
」
を
「
堅
強
」・「
堅
定
」
の
意
、「
武
」
は
「
武
功
が
あ
る
」

こ
と
を
指
す
、「
魯
」
は
⑥
呉
鎭
烽
に
從
う
。「
宿
」
に
つ
い
て
は
、
⑦
張
崇
禮
は

⑥
呉
鎭
烽
の
二
説
と
も
動
詞
と
し
て
解
釋
す
る
説
を
批
判
し
、「
彊
・「
武
」・「
魯
」

の
三
語
と
同
様
形
容
詞
と
し
て
解
釋
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、同
母
同
部
字
の
「
肅
」

と
通
假
し
、
恭
敬
」・「
莊
重
」
の
意
味
で
あ
る
と
す
る
。
⑤
葉
磊
は
三
國
魏
：
王

弼
『
周
易
略
例
』
卷
十
の
「
彊
武
」
を
唐
：
邢

注
が
「
威
武
」
と
釋
す
る
説
に

從
い
、「
魯
」
は
⑥
呉
鎭
烽
に
從
っ
て
「
嘉
」
と
讀
み
「
善
」
の
意
味
と
し
、「
宿
」

を
「
肅
」
と
讀
ん
で
「
嚴
」
の
意
味
と
し
、
全
體
と
し
て
「
彊
武
・
魯
・
宿
」
と

區
切
り
、
晉
公
が
憲
公
を
褒
め
ち
ぎ
っ
た
表
現
で
あ
る
と
す
る
。

本
稿
で
は
字
釋
は
⑤
葉
磊
説
に
從
う
が
、「
魯
宿
」
は
「
彊
武
」
に
係
る
修
飾

語
と
し
て
解
し
、「
武
威
は
嘉
く
嚴
か
で
あ
り
」
の
意
味
と
す
る
。

「

名
□
不
」
に
つ
い
て
。
⑥
呉
鎭
烽
は
「

」
を
「
雨
」・「
王
」・「
龍
」

に
從
う
字
と
し
て
隷
定
す
る
が
、
解
釋
は
し
な
い
。
⑥
呉
鎭
烽
の
單
育
辰
コ
メ
ン

ト
（
第
6
樓
）
は
「
寵
」
と
釋
す
。
同
じ
く
黄
杰
コ
メ
ン
ト
（
第
11
樓
）
で
は
「
恭
」

と
釋
す
。
⑦
張
崇
禮
及
び
⑥
呉
鎭
烽
の
⑦
張
崇
禮
コ
メ
ン
ト
（
第
33
樓
）
で
は
、

秦
景
公
石
磬
（『
銘
圖
』19781

〜19806

、
春
秋
晩
期
）
の
「

（
靈
）」
と
比

較
し
て
、
本
器
の
上
部
の
「
雨
」
形
は
秦
景
公
石
磬
の
「

」
の
省
略
字
形
で
あ

り
、
ま
た
下
部
は
「
瓏
」
に
從
う
字
形
で
あ
り
、「
瓏
」
に
聲
符
「

」（「

」

が
「
耕
部
」、「
瓏
」
が
「
東
部
」
で
音
が
近
似
）
を
付
加
し
た
も
の
と
し
、
兩
字

を
同
じ
と
見
な
し
て
「
靈
」
と
釋
す
。
そ
し
て
、同
母
同
部
の
「
令
（
來
母
耕
部
）」

と
通
假
を
想
定
し
て
「
令
名
・
美
名
（
何
れ
も
「
良
い
評
判
」）」
の
意
と
す
る
。

⑤
葉
磊
は
、
上
記
の
字
釋
説
を
整
理
檢
討
し
、「
令
」
に
つ
い
て
は
、
文
意
は
比

較
的
良
く
通
じ
る
も
の
の
、
東
部
と
耕
部
の
關
係
が
遠
い
と
し
て
通
假
を
設
定
す

る
の
は
難
し
い
と
し
、「
寵
」
説
に
つ
い
て
は
、「
寵
名
」
と
い
う
語
が
唐
宋
の
文

獻
以
降
に
し
か
見
え
な
い
た
め
論
據
と
し
て
不
足
す
る
と
し
、「
恭
」
に
つ
い
て
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九
八

も
「
寵
」
説
と
同
様
の
缺
陷
を
持
つ
と
し
て
否
定
す
る
。
⑤
葉
磊
自
身
は
、

の
左
下
部
分
が
判
讀
で
き
な
い
字
形
と
し
て
隷
定
し
、「
憲
公
を
誇
大
に
褒
め
稱

え
る
」
意
と
す
る
一
方
、
字
釋
は
不
明
と
す
る
。

本
稿
で
は
、「

」
は
、
⑦
張
崇
禮
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「

」・「
瓏
」
雙

方
が
聲
符
の
役
割
を
果
た
す
字
形
「

」
で
あ
り
、「

」
の
繁
體
字
形
で
あ
る

と
判
斷
す
る
。
そ
し
て
「

」
が
「
耕
部
」
で
あ
る
以
上
、「
令
」
と
通
假
可
能

で
あ
り
⑦
張
崇
禮
の
解
釋
に
從
い
「
令
名
」
と
す
る
（
傳
世
文
獻
上
で
も
『
廣
雅
』

釋
言
「

、
令
也
」
と
あ
る
こ
と
も
そ
れ
を
支
持
す
る
材
料
と
な
る
）。

「
□
不
」
は
義
不
明
と
し
て
お
く
。「
令
名
」
に
續
く
表
現
で
あ
る
以
上
、
そ
れ

が
「
よ
り
廣
範
圍
に
お
よ
ぶ
」
或
い
は
「
よ
り
高
ら
し
め
る
」
等
の
祖
先
顕
彰
の

語
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
仮
に
「
ま
す
ま
す
廣
ま
り
」
程
度
で

釋
し
て
お
く
。

「
〓
（
赫
赫
）
才
（
在
）﹇
上
﹈」
に
つ
い
て
。

「

」
の
後
ろ
に
重
文
符
号
が
付
く
。「

」
と
い
う
表
現
は
、
例
え
ば
『
郭

店
楚
簡
』
五
行
25
〜
26
簡
「
明
明
在
下
、

在
上
」
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
は

『
詩
』
大
雅
／
文
王
之
什
／
大
明
「
明
明
在
下
、
赫
赫
在
上
（
明
明
と
し
て
下
に

在
り
、
赫
赫
と
し
て
上
に
在
り
）」
の
引
用
で
あ
り
、「

」
は
「
赫
赫
」
と
通

假
で
き
る
。
本
銘
文
で
は
「
才
（
在
）」
に
直
接
續
く
の
は
「
台
（
以
）」
と
な
る
が
、

⑧
白
川
靜
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、お
そ
ら
く
こ
こ
に
は
本
來
押
韻
が
合
う
「
上
（
陽

部
）」
が
配
置
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
、
大
明
と
同
じ
表
現
で
あ
る
「
赫
赫
在
上
」

と
復
元
す
る
指
摘
は
妥
當
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、「
天
上
で
さ
か
ん
に
輝

い
て
い
る
」
と
解
し
た
。

台
（
以
）
𠪚
（
嚴
）

（
寅
）

（
恭
）
天
命
、
台
（
以
）

（
乂
）
𦨶

（
朕
）
身
、
孔
靜
（
靖
）

（
晉
）
邦
。

晉
邦
の
「
邦
」
が
韻
を
踏
む
（
東
部
）。
こ
の
部
分
ま
で
が
、
一
つ
目
の
晉
公

發
言
と
な
る
。

⑥
呉
鎭
烽
は
7
字
を
「
啓
𡧰

□
虔
今
」
と
隷
定
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

コ
メ
ン
ト
で
は
他
の
隷
定
・
釋
字
案
が
複
數
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
秉
太
一

（
第
2
樓
）
は
「
嚴

（
恭
）
虔
」
と
釋
し
、
そ
の
後
ろ
の
「
今
」
は
後
文
に

属
す
る
と
し
た
。
單
育
辰
（
第
6
樓
）
は
、「
台
（
以
）
嚴
（
？
）
䙅

（
恭
）

□
虔
、
今
…
…
」
と
釋
す
。
黄
杰
（
第
11
樓
）
は
、「
才
（
？
）
□

、

（
恭
）

□
大
命
（
？
）」
と
釋
し
、
後
に
「
才
（
茲
）
台
（
以
）
嚴

、

（
恭
）
□
大

命
（
？
）」
と
改
め
る
（
第
38
樓
）。w

qpch

は
、
ま
ず
⑥
呉
鎭
烽
が
「
啓
𡧰
」
と

隷
定
し
た
字
は
、「
嚴
」字
で
あ
り
二
字
に
分
割
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
と
す
る
。

次
に
「

」
の
右
片
に
つ
い
て
、「
秦
公
簋
」（『
集
成
』4315

・『
銘
圖
』5370

、

春
秋
中
期
）
で
は
「
寅
」
と
隷
定
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
寅
」
と
讀
め
る

の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
更
に
「
虔
」
字
と
さ
れ
た
文
字
の
上
部
に
「
虍
」
が
確

認
で
き
な
い
一
方
、
そ
の
部
分
に
横
畫
に
似
た
筆
畫
ら
し
き
も
の
が
確
認
で
き
る

と
し
て
「
天
」
と
す
る
べ
き
だ
と
す
る
。
最
後
に
「
今
」
と
釋
し
た
字
に
つ
い
て
、

「
命
」
字
の
殘
缺
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
（
殘
缺
の
理
由
は
「
生
」
と
同
じ
状
況

で
あ
る
と
す
る
）、
句
全
體
を
「
嚴

（
寅
）

（
恭
）
天
命
」
と
釋
せ
る
と
し
、

傍
證
と
し
て
上
記
「
秦
公
簋
」
の
「
嚴
恭
寅
天
命
」
を
擧
げ
る
（
第
12
樓
）。
曰

古
も
そ
れ
に
同
意
し
、
更
に
「
嚴
恭
寅
天
命
」・「
嚴

（
寅
）

（
恭
）
天
命
」

に
類
似
し
た
表
現
が
『
尚
書
』
無
逸
「
嚴
恭
寅
畏
天
命
」・『
史
記
』「
嚴
恭
敬
畏
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第
一
〇
號

天
命
」
に
そ
れ
ぞ
れ
見
え
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
第
39
樓
）。
王
寧
は
「

（
嗣
）

嚴
寅
恭
大
命
」
と
釋
す
（
第
40
樓
）。
⑦
張
崇
禮
は
、
秉
太
一
（
第
2
樓
）
の
指

摘
に
從
っ
て
、「
嚴

（
寅
）

（
恭
）
虔
」
と
釋
す
。
こ
れ
ら
の
指
摘
を
踏
ま

え
た
か
、『
銘
圖
續
』
の
釋
文
で
は
、「
𠪚
（
嚴
）

（
寅
）

（
恭
）
天
命
」
と

改
め
て
い
る
。
⑤
葉
磊
は
、
上
記
諸
説
を
整
理
し
つ
つ
独
自
の
檢
討
を
行
っ
て
い

る
。
ま
ずw

qpch
の
一
字
目
と
二
字
目
を
分
割
せ
ず
に
解
す
る
説
に
從
わ
ず
に

二
字
に
分
け
、一
字
目
の
「

」
に
つ
い
て
檢
討
を
行
う
。
そ
し
て
、後
文
で
「
台
」

と
釋
さ
れ
る
字
「

」
と
比
較
し
て
、一
字
目
の
右
半
は
「
泐ろ
く

痕こ
ん

」
す
な
わ
ち
「（
錆

び
て
）
剝
が
れ
た
痕
跡
」
と
判
斷
し
、「
台
」
と
釋
す
べ
き
と
す
る
。
次
に
、
二

字
目
の
檢
討
を
行
い
、「
𠪚
」
字
説
に
從
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
「
天
命
」

と
釋
す
字
に
つ
い
て
も
そ
れ
に
從
う
と
す
る
が
、「

（
恭
）」
と
「
天
」
と
の
間

に
一
字
分
失
わ
れ
て
い
る
と
し
「
台
（
以
）
𠪚
（
嚴
）
（
夤
）
（
恭
）
□
天
命
」

と
し
、
類
例
と
し
て
「
司
馬
懋
鎛
」（『
銘
圖
』15767
〜15770

、
戰
國
早
期
）

の
「
嚴
恭
天
命
」
を
擧
げ
る
。

本
稿
で
は
『
銘
圖
續
』
の
釋
文
「
台
（
以
）
𠪚
（
嚴
）
（
寅
）
（
恭
）
天
命
」

に
從
い
、「
以
て
天
命
を
愼
み
敬
い
」
と
解
釋
す
る
（
先
秦
期
の
「
嚴
」
の
用
法

の
變
化
に
つ
い
て
は
⑨
高
島
敏
夫
參
照
）。
⑤
葉
磊
の
「
恭
」
と
「
天
」
と
の
間

に
一
字

け
る
説
に
つ
い
て
は
、
補
丁
の
痕
跡
か
ら
判
斷
す
る
限
り
一
字
分
の
空

き
は
存
在
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
た
め
、
本
稿
で
は
從
わ
な
い
。
ま
た
、
上
記
以

外
の
類
似
し
た
用
例
と
し
て「
秦
公
鎛
」（
宋
代
に
出
土
し
、
模
本
の
み
傳
存
／『
集

成
』270

、
春
秋
中
期
）
の
「
嚴
恭
寅
天
命
」
が
あ
る
。

春
秋
金
文
で
、「
台
」
は
「
以
」
の
意
と
し
て
使
用
さ
れ
る
（
陳
夢
家
「
禺

王
壺
考
釋
」『
燕
京
學
報
』1937

年
第
21
期
）。

「
今
台
（
以
）

（
乂
）
𦨶
（
朕
）
身
」
に
つ
い
て
。
⑥
呉
鎭
烽
は
、「
台
」
を

「
以
」
と
讀
み
、「
用
」
の
意
味
と
す
る
。「

」
は
、「
せ
つ

」
も
し
く
は
「
乂が
い

」
と

讀
み
、「
治
」
の
意
味
と
す
る
（『
尚
書
』
堯
典
「
浩
浩
滔
天
、
下
民
其
咨
、
有
能

俾
乂
。」
／
偽
孔
傳
「
乂
、
治
也
」）。
ま
た
、
類
似
し
た
句
と
し
て
、「
秦
公
簋
」

の
「
保
（
乂
）

（
厥
）
秦
」、「
大
克
鼎
」（『
集
成
』2836

、西
周
晩
期
）
の
「
有

保

周
邦
」、「
叔
父

」（『
集
成
』5428

〜5429

、西
周
早
期
）
の
「
敬

乃
身
」、

『
尚
書
』
君
奭
「
用
以
厥
辟
」
を
擧
げ
る
。
⑥
呉
鎭
烽
は
、「

（
乂
）
𦨶
（
朕
）
身
」

の
句
を
、「
我
が
身
を
修
習
（
學
び
治
め
る
の
意
）
す
る
」
と
解
す
。
⑤
葉
磊
は
、

「

」
を
「
乂
」
と
讀
ん
で
「
治
」
と
解
す
る
説
を
批
判
す
る
。
ま
ず
、「

」
の

聲
符
「
業
」
が
上
古
音
で
は
「
疑
紐
葉
部
」
で
あ
り
、
同
じ
く
「
乂
」
が
「
疑
紐

月
部
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
聲
紐
は
同
じ
だ
が
韻
部
が
近
い
と
は
言
え
ず
、

ま
た
傳
世
文
獻
で
は
、「
業
」
聲
と
「
乂
」
聲
が
直
接
通
假
し
て
い
る
例
は
な
い

と
指
摘
す
る
。
次
に
、「
乂
」
と
讀
ん
で
「
治
」
と
解
す
る
説
で
は
、
銘
文
の
意

味
が
通
ら
な
い
と
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
部
分
が
憲
公
の
一
連
の
美
徳
と
功
績
を

羅
列
し
た
部
分
で
あ
り
、
當
然
「
以
業
朕
身
（
⑤
葉
磊
は
「

」
を
「
業
」
と
讀

む
）」
の
主
語
は
憲
公
で
あ
る
べ
き
だ
が
、「
修
習
我
身
」
と
解
し
た
場
合
、
そ
の

主
語
は（
作
器
者
）晉
公
と
な
っ
て
し
ま
う
と
指
摘
す
る
。こ
の
二
點
に
よ
り
、「
乂
」

と
讀
み
て
「
治
」
と
解
す
る
説
に
從
う
べ
き
で
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
⑤
葉
磊

自
身
の
説
と
し
て
、「
業
」
字
と
し
て
解
す
る
の
が
良
い
と
し
、「
業
」
の
訓
詁
の

中
か
ら
「
事
（
つ
か
え
る
）」
が
よ
い
と
す
る
（
⑤
葉
磊
は
上
か
ら
下
に
つ
か
え

る
事
例
で
あ
る
と
指
摘
）。

本
稿
で
は
、「
業
」
を
「
つ
か
え
る
」
と
訓
ず
る
の
は
難
し
い
と
判
斷
し
て
「
乂
」

と
讀
む
。
ま
た
「
乂
」
の
解
釋
に
つ
い
て
は
、例
え
ば
『
禮
記
』
緇
衣
の
「
葉
（
葉



晉
公
盤

一
〇
〇

部
）
公
之
顧
命
」
が
『
逸
周
書
』
蔡
公
解
・
清
華
簡
（
壹
）『
祭
公
之
顧
命
』
で

は
「
蔡
（
月
部
）
公
」
と
書
か
れ
る
よ
う
に
、「
葉
部
」・「
月
部
」
に
通
假
が
指

摘
さ
れ
て
お
り
、
⑥
呉
鎭
烽
の
「
治
」
の
意
味
で
問
題
な
い
と
判
斷
し
、「
我
（
作

器
者
た
る
晉
公
）
が
身
を
治
め
」
と
解
す
。

「
孔
靜
（
靖
）

（
晉
）
邦
」
に
つ
い
て
。
⑥
呉
鎭
烽
は
、
こ
の
句
を
「
孔
嘉

（
晉
）
邦
」
と
釋
し
、「
晉
國
が
と
て
も
素
晴
ら
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
と
す
る
。

「
孔
嘉
」
は
「
と
て
も
素
晴
ら
し
い
」
の
意
味
で
あ
り
、『
詩
』
豳
風
／
東
山
「
其

新
孔
嘉
、其
舊
如
之
何
」
の
鄭
玄
箋
「
嘉
、善
也
。
其
新
來
時
甚
善
」
並
び
に
『
儀

禮
』
士
冠
禮
「
昭
告
爾
字
、
爰
字
孔
嘉
」
の
鄭
玄
注
「
昭
、
明
也
。
爰
於
也
。
孔

甚
也
」
を
引
用
す
る
。
⑥
呉
鎭
烽
は
、
こ
の
部
分
を
ま
と
め
る
言
葉
と
し
て
、
作

器
者
で
あ
る
晉
公
が
、
そ
の
父
憲
公
の
功
業
や
言
辭
を
贊
美
し
讚
え
た
も
の
で
あ

る
一
方
、
驪
姬
之
亂
に
よ
っ
て
群
公
子
を
迫
害
・
殺
害
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
諱

み
て
書
か
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。
⑥
呉
鎭
烽
コ
メ
ン
ト
の
黄
杰
（
第
7
・
11
樓
）

は
「
嘉
」
と
釋
さ
れ
た
字
を
「
靜
」
と
釋
す
。
王
寧
（
第
40
樓
）
は
、
黄
杰
説
に

從
い
「
靜
」
と
釋
し
「
靖
」
の
意
と
す
る
。
⑩
孔
令
通
も
そ
れ
に
從
う
。
⑦
張
崇

禮
と
『
銘
圖
續
』
は
「
靜
」
と
釋
す
。
⑤
葉
磊
は
こ
れ
ら
諸
説
を
整
理
し
、
自
説

と
し
て
字
形
を
檢
討
し
「
靜
」
と
釋
す
る
の
が
良
く
、
意
味
は
「
靖
（『
廣
雅
』

釋
詁
「
靖
、
安
也
」
を
引
く
）」
が
よ
い
と
し
た
。

本
稿
で
は
、
字
釋
・
解
釋
は
⑤
葉
磊
を
是
と
し
て
そ
れ
に
從
い
、「
晉
邦
を
大

い
に
安
ん
ず
る
」
と
解
す
る
（『
爾
雅
』
釋
言
「
孔
、
甚
也
」）。

公
曰
、余

（
雖
）
今
小
子
、𠭖
（
敢
）
帥
井
（
型
）
先
王
、秉
徳

（
秩
）

﹇

（
秩
）﹈、
𤤧
（
柔
）
燮
萬
邦
、

（
哀
）﹇
哀
﹈
莫
不
日

（
卑
）

（
恭
）。

こ
こ
よ
り
新
た
な
内
容
と
な
り
、
再
度
、
晉
公
の
自
述
（
直
接
話
法
）
が
記
さ

れ
る
。
本
器
は
儀
禮
の
い
く
つ
か
の
段
階
の
中
で
晉
公
が
發
し
た
詞
書
き
を
、
適

宜
選
擇
し
て
記
錄
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
脚
韻
字
も
そ
れ
ま

で
の
「
東
陽
合
韻
」
に
加
え
て
「
之
職
合
韻
」
が
追
加
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
で
は
、

小
子
の
「
子
（
之
部
）」・
先
王
の
「
王
（
陽
部
）」・
萬
邦
の
「
邦
（
東
部
）」・
卑

恭
の
「
恭
（
東
部
）」
が
そ
れ
ぞ
れ
韻
を
踏
む
。

「
余

（
雖
）
今
小
子
」
に
つ
い
て
。「

」
の
解
釋
に
つ
い
て
、
晉
公
𥂴
の
解

釋
で
は
「
𨾟
」
と
隷
定
し
て
定
公
の
諱
「
午
」
と
解
釋
し
、
作
器
者
・
斷
代
の
有

力
な
根
據
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
現
在
で
は
「
午
」
で
は
な
く
「
虫
」
に
從
う

字
形
と
す
る
説
が
有
力
に
な
っ
て
い
る
（
拙
稿
「
古
文
字
學
硏
究
文
獻
提
要
〝
裘

錫
圭
の
甲
骨
文
字
に
關
す
る
論
考
よ
り
〞：
釋
〝

」（『
漢
字
學
硏
究
』
7
号
、

2019

年
）・「
呉
王
餘

劍
」（『
漢
字
學
硏
究
』
9
号
、2021

年
）
參
照
）。
⑥
呉

鎭
烽
は
、「
午
」「
隹
」
に
從
う
字
形
で
は
な
く
、「
虫
」「
隹
」
に
從
う
字
形
と
隷

定
し
、「
唯
（
惟
）」
の
意
と
す
る
。
本
稿
で
は
、「
雖
」
の
意
と
す
る
。「
小
子
」
は
、

⑥
呉
鎭
烽
の
指
摘
通
り
作
器
者
晉
公
の
自
稱
で
あ
る
が
、
⑧
白
川
靜
の
謙
稱
と
す

る
指
摘
が
良
い
。

「
𠭖
（
敢
）
帥
井
（
型
）
先
王
」
に
つ
い
て
。「
𠭖
」
は
「
敢
」
の
古
字
形
。「
帥

井
」
は
西
周
中
期
〜
晩
期
に
見
ら
れ
る
句
で
、
一
般
に
「
帥
刑
」
も
し
く
は
「
帥

型
」
と
解
さ
れ
る
（
本
器
と
晉
公
𥂴
と
が
、
最
も
時
代
が
降
る
用
例
と
な
る
）。

意
味
と
し
て
は
「
先
祖
の
典
型
（
模
範
と
な
る
徳
行
）
を
順
守
す
る
」
と
な
る
。
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句
と
し
て
は
「
す
す
ん
で
先
王
の
典
型
を
順
守
し
」
と
す
る
。

「

（
秩
）」
に
つ
い
て
。
當
該
字
の
隷
定
と
解
釋
に
つ
い
て
は
、
晉
公
𥂴
よ
り

議
論
が
あ
る
が
、近
年
は
陳
劍
「
甲
骨
金
文
舊
釋
〝
䵼
〞
之
字
及
相
關
諸
字
新
釋
」

（『
出
土
文
獻
與
古
文
字
硏
究
』
第
二
輯
、復
旦
大
學
出
版
社
、2008

年
）
の
「
五
、」

に
記
さ
れ
る
見
解
に
從
い
、
既
に
楊
樹
達
（『
積
微
居
金
文
説
』1952

年
）・
于

省
吾「
雙
劍

古
文
雜
釋　

釋
𫲞
𫲞
」（
周
法
高
主
編『
金
文
詁
林
』卷
十
二
所
收
、

1975

年
）
が
提
唱
し
て
い
た
「
秩
」
と
す
る
解
釋
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
。
本

稿
で
も
そ
れ
に
從
う
。
ま
た
、
晉
公
𥂴
で
は
重
文
符
号
が
あ
る
と
し
て
解
さ
れ
、

『
詩
』
の
用
例
を
踏
ま
え
て
「
秩
秩
」
と
讀
ま
れ
る
。
一
方
、
本
器
に
は
重
文
符

号
が
付
い
て
い
な
い
が
、こ
ち
ら
も
⑥
呉
鎭
烽
に
從
っ
て
「
秩
」
一
字
を
補
い
、「
秩

秩
」
と
讀
む
べ
き
だ
ろ
う
。『
詩
』
の
「
秩
秩
」
は
複
數
の
用
例
が
あ
る
が
、
同

一
句
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
大
雅
／
生
民
之
什
／
假
樂
の
「
徳
音
秩
秩
」
の
「
秩

秩
」
が
毛
傳
「
秩
秩
、
有
常
也
」、
鄭
箋
「
秩
秩
、
清
也
」
と
解
釋
が
分
か
れ
て

い
る
な
ど
、
難
し
い
句
で
も
あ
る
（
何
か
し
ら
肯
定
的
な
あ
り
さ
ま
を
形
容
し
た

表
現
で
、
文
脈
に
よ
っ
て
よ
り
具
體
的
な
様
態
が
付
さ
れ
る
た
め
）。
⑥
呉
鎭
烽

は
毛
傳
の
説
を
採
用
し
て
「
秉
持
其
徳
肅
敬
如
常
（
そ
の
徳
を
執
り
守
り
愼
み
敬

う
こ
と
通
常
の
よ
う
に
す
る
）」
と
釋
す
る
（
⑥
呉
鎭
烽
の
「
愼
み
敬
う
（
原
文
：

肅
敬
）」
も
、『
詩
』
小
雅
／
甫
田
之
什
／
賓
之
初
筵
「
左
右
秩
秩
」
の
毛
傳
「
秩

秩
然
肅
敬
也
」
を
踏
ま
え
た
表
現
か
）。
本
稿
で
も
こ
れ
ら
を
參
考
に
し
て
「
整

然
と
秩
序
立
っ
て
執
り
行
い
」
と
解
し
て
お
く
。

「
𤤧
（
柔
）」
に
つ
い
て
。
晉
公
𥂴
の
當
該
部
分
の
字
の
隷
定
と
解
釋
に
も
議
論

が
あ
り
、
ま
た
秦
公
鎛
（『
集
成
』270

）
に
も
本
器
と
同
一
字
「

」
を
共
有

す
る
「

邦
」
や
表
現
が
類
似
す
る
句
「

（
柔
）
燮
百
邦
」
が
あ
る
。
⑥
呉
鎭

烽
は
、
晉
公
𥂴
に
つ
い
て
「
柔
」
と
義
が
近
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
郭
沫
若
・

馬
承
源
説
に
對
し
、
徐
中
舒
の
見
解
を
參
考
に
「
叶
」
と
讀
み
「
協
」
と
解
す
。

そ
し
て
「
協
燮
百
邦
」
は
『
書
』
堯
典
「
協
和
萬
邦
」
と
顧
命
「
燮
和
天
下
」
と

類
似
し
た
句
で
あ
り
、「
諸
侯
國
を
安
和
（
ゆ
っ
た
り
と
穩
や
か
）
す
る
」
と
解
す
。

一
方
陳
劍
（「
釋
〝

〞」（『
出
土
文
獻
與
古
文
字
硏
究
』
第
三
輯
、
復
旦
大
學
出

版
社
、2010

年
））
は
、
本
器
當
該
字
と
部
品
を
共
有
す
る
字
形
に
つ
い
て
、
從

來
「
堪
」・「
叶
」・「
由
」・「
古
」
な
ど
と
解
す
る
説
が
唱
え
ら
れ
た
こ
と
を
擧
げ

る
。
そ
し
て
、
甲
骨
文
・
金
文
よ
り
網
羅
的
に
當
該
字
・
部
品
を
檢
討
し
、「
𤼈
鐘
」

（
西
周
中
期
）
の
「
祜
」
字
の
「

（『
集
成
』247

）」「

（『
集
成
』248

）」・

「

（『
集
成
』249

）」・「

（『
集
成
』250

）」
の
よ
う
に
、
既
に
西
周
中
期
に

は
「
古
」
と
「
由
」
と
の
區
別
が
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し

て
次
に
秦
公
鎛
の
「

」
字
の
檢
討
を
行
い
、
從
來
「
固
」
に
聲
符
「
丯
」
が
付

加
さ
れ
た
字
で
あ
り
（「
丯
」
と
「
古
」
の
古
音
が
近
い
）、
そ
の
文
脈
の
中
で
秦

公
鎛
・
晉
公
𥂴
の
當
該
字
は
「
𪻕
（
固
）」
と
解
さ
れ
て
き
た
と
す
る
。
そ
れ
ら

を
踏
ま
え
て
「
古
」
と
「
由
」
の
字
體
の
變
遷
を
整
理
し
、「
古
」
と
隷
定
さ
れ

て
き
た
部
分
は
部
品
の
構
造
上
の
特
徴
、
特
に
横
畫
の
長
さ
を
根
據
に
「
由
」
が

妥
當
と
し
、
全
體
と
し
て
「
𤤧
」
と
隷
定
し
て
「
由
」
聲
の
字
「
柔
」
と
す
る
-

べ
き
だ
と
す
る
。
ま
た
、
秦
公
鎛
の
「

」
は
、「
大
克
鼎
」（『
集
成
』2836

／

西
周
晩
期
）・「
番
生
簋
蓋
」（『
集
成
』4326

／
西
周
晩
期
）・「

盤
」（『
銘
圖
』

14653
／
西
周
晩
期
）
の
「
柔
遠
能
邇
」
の
「
柔
」
で
あ
り
、
同
一
語
を
異
な
る

字
體
で
表
記
し
た
の
は
「（
用
字
）
避
複
（
同
じ
字
の
近
い
位
置
で
の
重
複
使
用

を
避
け
、
異
體
字
を
使
用
す
る
現
象
）」
の
た
め
で
あ
る
と
し
た
。

本
稿
で
は
、
諸
説
を
整
理
・
檢
討
し
た
⑤
葉
磊
・
⑩
孔
令
通
が
妥
當
と
す
る
陳
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劍
説
に
從
っ
て
「
𤤧
」
と
隷
定
し
て
「
柔
」
と
釋
す
。
句
と
し
て
は
「
柔
燮
萬
邦
」

は
「
多
く
の
邦
（
諸
侯
國
）
を
安
ん
じ
調
和
さ
せ
る
」
の
意
味
と
し
て
お
く
。
作

器
者
を
晉
文
公
と
し
た
場
合
、
自
ら
の
覇
権
確
立
を
唱
っ
た
句
と
解
さ
れ
る
。

「

（
哀
）﹇
哀
﹈」
に
つ
い
て
。
𥂴
銘
に
は
、
當
該
字
に
重
文
符
号
が
付
く
が

本
銘
に
は
見
え
な
い
。
⑥
呉
鎭
烽
以
下
の
諸
家
何
れ
も
重
文
符
号
を
補
っ
て
い
る

の
で
、
本
稿
で
も
そ
れ
に
從
う
。
𥂴
銘
の
解
釋
で
は
、
拓
本
が
不
明
瞭
な
た
め
諸

説
提
示
さ
れ
て
い
た
が
、
⑭
謝
明
文
は
左
下
に
「
口
」
形
が
僅
か
に
判
讀
可
能
な

こ
と
と
、右
側
が
「
哀
」
と
判
讀
可
能
な
こ
と
を
提
示
し
、「

」
と
隷
定
し
、「
哀
」

の
繁
體
で
あ
る
と
し
た
。
本
銘
文
寫
眞
を
見
る
限
り
、
明
ら
か
に
「

」
と
隷
定

で
き
る
。
⑥
呉
鎭
烽
は
「

」
と
隷
定
し
て
「
哀
」
と
釋
す
。
諸
家
そ
れ
に
從
う
。

ま
た
⑥
呉
鎭
烽
は
、「
哀
哀
」
を
「
殷
殷
」
で
あ
る
と
し
、
西
晉
：
左
思
「
魏
都
賦
」

（『
文
選
』
所
收
）「
殷
殷
寰
内
」
の
李
善
注
「
殷
、衆
也
」
を
引
き
、「
衆
多
貌
（
多

数
）」の
意
味
で
あ
る
と
し
た
。
前
句
に「
萬
邦
」が
あ
る
の
で
、晉
公
の
元
に
集
っ

た
諸
侯
の
數
多
い
こ
と
を
唱
っ
た
も
の
と
し
て
お
く
。

「
䫌
（
卑
）

（
恭
）」
に
つ
い
て
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
⑭
謝
明
文
が
前
者
を

「
頁
」
を
意
符
と
す
る
字
で
「
卑
恭
」・「
謙
卑
」（
何
れ
も
「
謙
遜
」
の
意
味
）
の

意
味
で
使
用
す
る
「
卑
」
字
の
專
用
字
と
し
、
後
者
を
「
詋
」
を
聲
符
と
す
る
字

と
し
て
、
雙
聲
の
「

（「

（
恭
）」
の
繁
體
）」
と
通
假
し
「
卑
恭
」
と
釋
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
（
こ
の
部
分
の
み
他
で
使
用
さ
れ
る
「

」
を
使
用
し

な
い
の
は
、「
用
字
避
複
」
と
見
な
す
）。
そ
し
て
、句
全
體
を
「
多
く
の
邦
が
日
々

晉
に
恭
順
で
な
い
も
の
は
な
い
」
と
解
し
た
。
⑥
呉
鎭
烽
も
そ
れ
に
從
う
。
こ
れ

に
對
す
る
王
寧
の
コ
メ
ン
ト
（
第
44
樓
）
で
は
、「
䫌
」
は
「
俾
」
に
通
じ
、『
爾
雅
』

釋
詁
「
俾
、
使
也
」
を
引
い
て
こ
の
意
味
で
は
な
い
か
と
す
る
。
ま
た
王
氏
は
、

「

」
を
「
境
」
の
繁
體
と
し
、「
競
」
と
同
じ
で
あ
る
と
見
な
し
、「
忙
殺
さ
れ
る
」

の
意
を
含
む
と
し
た
。
そ
し
て
句
全
體
を
「
國
事
の
不
安
を
憂
い
、
日
々
自
己
の

政
務
の
勞
を
惜
し
ま
な
い
」
と
解
す
る
。
こ
の
句
の
前
の
部
分
は
、
自
ら
の
功
績

を
唱
っ
て
い
る
た
め
、
⑭
謝
明
文
の
解
釋
の
方
が
全
體
の
意
味
を
取
り
や
す
い
。

そ
の
た
め
、
⑭
謝
明
文
説
に
從
っ
て
解
す
。

余
咸
畜
胤
（
俊
）
士
、
乍
虎
（
吾
）
左
右
、
保

（

－

乂
）
王
國
。

こ
の
部
分
は
、（
作
器
者
）
晉
公
が
有
能
な
人
物
を
集
め
て
自
ら
の
股
肱
と
し

て
取
り
立
て
、周
王
國
を
保
ち
治
め
た
こ
と
を
自
述
す
る
段
で
あ
る
。
俊
士
の「
士

（
之
部
）」・
左
右
の
「
右
（
之
部
）」・
王
國
の
「
國
（
職
部
）」
で
そ
れ
ぞ
れ
韻
を

踏
む
。

「
余
咸
畜
胤
士
」
に
つ
い
て
。「
余
」
は
作
器
者
晉
公
の
自
稱
。「
咸
畜
胤
士
」

に
つ
い
て
は
、
秦
公
簋
「
咸
畜
胤
士
」・
秦
公
鐘
「
咸
畜
百
辟
胤
士
」
に
同
一
・

類
似
の
表
現
が
知
ら
れ
て
い
る
。「
咸
」
は
「
み
な
」、「
畜
」
は
「
あ
つ
め
る
」

の
意
と
し
て
解
し
た
。「
胤
」
の
解
釋
に
は
諸
説
あ
る
。
比
較
的
有
力
と
さ
れ
る

の
が
、『
商
周
青
銅
器
銘
文
選
』
に
所
收
さ
れ
る
馬
承
源
説
で
あ
る
。
馬
氏
は
、「
胤

士
は
「
俊
士
（
才
知
の
優
れ
た
人
）」
と
讀
む
。「
胤
」
は
そ
の
昔
（
上
古
音
で
）

喩
紐
（
眞
部
）
で
あ
り
、「
俊
（
精
紐
文
部
）」
も
ま
た
（
聲
符
）
の
「
允
」
が
喩

紐
（
文
部
）
で
あ
り
、
同
聲
で
假
借
の
關
係
に
あ
る
」
と
指
摘
し
、
通
假
を
設
定

す
る
。
今
、こ
れ
に
從
っ
て
解
し
、「
俊
英
の
士
を
み
な
集
め
」
の
意
と
し
て
お
く
。

「
虎
（
吾
）」
に
つ
い
て
。
𥂴
銘
よ
り
、
當
該
字

の
解
釋
に
つ
い
て
説
が
分

か
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
有
力
な
説
と
し
て
「
馮
」（
清
：
徐
同
柏
・
郭
沫
若
・
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于
省
吾
・
謝
明
文
・
董
珊
・
呉
鎭
烽
等
）・「
虎
」（
清
：
呉
式
芬
・
清
：
方
濬
益
等
）

兩
説
が
存
在
し
た
。
⑥
呉
鎭
烽
は
、
董
珊
の
「
馮
」
と
隷
定
し
、「
朋
」
と
釋
す

る
説
を
支
持
す
る
。
ま
た
、
⑥
呉
鎭
烽
に
對
し
て
、
複
數
の
異
な
る
説
を
提
示
す

る
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
單
育
辰
（
第
6
樓
）
は
、「
虎
」
と

釋
し
、「
吾
」
あ
る
い
は
「
乎
」
と
讀
む
べ
き
だ
と
す
る
。
ま
た
、曰
古
（
第
21
樓
）

は
、
當
該
字
を
「
人
」
と
「
犬
」
の
合
書
と
み
な
し
「
伏
」
と
隷
定
し
て
、「
備
」

あ
る
い
は
「
馮
（
憑
）」
と
釋
す
。
張
崇
禮
（
第
29
樓
）
は
、「
彡
」
と
「

（
犬
）」

と
に
從
う
字
と
隷
定
し
、「
髮
」
と
釋
し
て
「
蔽
（「
屏
障
」）」
の
意
と
す
べ
き
だ

と
し
た
（
⑦
張
崇
禮
に
も
引
用
さ
れ
る
）。
王
寧
（
第
47
樓
）
は
、
隷
定
は
張
崇

禮
と
同
じ
く
し
な
が
ら
、「
尨
」
で
は
な
い
か
と
す
る
。
た
だ
し
王
氏
は
、
句
全

體
の
意
味
は
「
君
主
の
兩
腕
と
す
る
」
こ
と
で
明
ら
か
だ
と
指
摘
す
る
も
、
當
該

字
の
字
釋
は
待
考
と
し
て
い
る
。

⑤
葉
磊
は
こ
れ
ら
の
説
を
比
較
檢
討
し
、
從
來
有
力
で
あ
っ
た
「
馮
」
と
釋
す

る
説
に
つ
い
て
問
題
を
提
起
す
る
。
ま
ず
「
馮
」
と
釋
す
る
根
據
と
さ
れ
た

本

の
字
形
が
銘
文
字
形
を
忠
實
に
な
ぞ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
問
題
と
す
る
。
そ
し
て

次
に
、
そ
も
そ
も
「
馮
」
字
の
確
實
な
用
例
が
戰
國
以
降
に
降
る
（
春
秋
以
前
に

用
例
が
無
い
）
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
次
に
「
虎
」
説
に
つ
い
て
檢
討
を
行

い
、
少
な
く
と
も
𥂴
銘
に
關
し
て
は
「
虎
」
説
の
方
が
良
い
と
す
る
。
讀
み
に
つ

い
て
は
、
單
育
辰
説
同
様
「
吾
」
と
釋
す
る
説
を
支
持
し
（「
虍
」
と
「
五
」
を

そ
れ
ぞ
れ
聲
符
と
し
て
持
つ
字
が
通
假
す
る
例
（「
騶
虞
」（『
詩
』
召
南
／
騶
虞
）

と
「
騶
吾
」（『
山
海
經
』
海
内
北
經
））
を
擧
げ
て
根
據
と
し
、『
六
韜
』
虎
韜
「
衛

吾
左
右
」・『
六
韜
』
豹
韜
「
翼
吾
左
右
」・『
史
記
』
田
敬
仲
完
世
家
「
事
吾
左
右
」

を
「
吾
左
右
」
の
例
と
し
て
擧
げ
る
。
た
だ
し
⑤
葉
磊
は
、
本
銘
で
の
當
該
字

に
つ
い
て
は
「
虎
」
と
釋
す
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
し
、「
虎
」
と
音
が
近

い
か
通
假
の
關
係
に
あ
る
字
で
は
な
い
か
と
し
、
具
體
的
な
隷
定
は
存
疑
と
し
て

い
る
。

本
稿
で
は
、
基
本
的
に
⑤
葉
磊
の
見
解
に
沿
う
が
、
當
該
字

に
つ
い
て
も

「
虎
」
と
釋
し
て
問
題
な
い
の
で
は
無
い
と
判
斷
し
て
「
虎
」
と
隷
定
す
る
。
ま

た
解
釋
に
つ
い
て
は
、
單
育
辰
説
に
從
い
「
吾
」
と
す
る
。

「

」
は
、「

」
の
中
間
に
「
月
」
が
挿
入
さ
れ
た
字
形
で
、「

」
と
釋
し

て
問
題
な
い
。「

」
は
「
乂
」
の
本
字
で
あ
り
（
王
國
維
「
説

」、『
觀
堂
集
林
』

卷
6
所
收
）、「
治
め
る
」
の
意
味
と
し
て
解
釋
さ
れ
る
（『
爾
雅
』
釋
詁
「
乂
、亂
、

靖
、
神
、
弗
、

、
治
也
」）。「
保

（
乂
）」
で
「
お
さ
め
た
も
ち
」
の
意
味
と

解
し
て
お
く
。

「
王
國
」
に
つ
い
て
。「
王
」
は
、
周
王
朝
を
指
す
と
し
て
問
題
な
い
。
冒
頭
句

の
「
王
」
と
呼
應
す
る
。「
王
國
」
の
範
圍
に
つ
い
て
は
、
現
實
の
東
周
王
朝
王

畿
や
周
王
朝
を
頂
點
と
す
る
晉
覇
の
及
ぶ
範
圍
な
ど
が
候
補
に
擧
が
る
が
、
こ
こ

で
は
具
體
的
な
範
圍
で
は
な
く
、
周
王
室
を
護
持
す
る
行
動
そ
の
も
の
を
理
念
的

に
述
べ
た
と
し
て
お
く
。

刜
（
拂
）

（

）

（
畏
）

（
忌
）、
台
（
以
）
𠪚
（
嚴
）

若
否
。

こ
こ
ま
で
が
、
二
回
目
の
晉
公
の
發
言
と
な
る
。
畏
忌
の
「
忌
（
之
部
）」・
若

否
の
「
否
（
之
部
）」
で
韻
を
踏
む
。

「
刜

」
に
つ
い
て
。
こ
の
四
字
句
は
難
解
で
あ
り
、
諸
氏
隷
定
・
解
釋

に
大
き
く
違
い
が
あ
る
。



晉
公
盤

一
〇
四

一
字
目
の
「
刜
」
の
隷
定
に
つ
い
て
は
特
に
異
論
が
無
い
。
⑥
呉
鎭
烽
は
、「
拂
」

あ
る
い
は
「
弼
」
と
讀
む
。
そ
の
根
據
と
し
て
、『
漢
書
』
王
莽
傳
上
「
則
拂
其

頸
（
則
ち
其
の
頸
を
拂き

る
）」
に
關
す
る
清
：
王
念
孫
『
讀
書
雜
志
』
漢
書
十
五
「
拂

は
讀
み
て
刜
と
爲
す
。
刜
は
、
斫き
る

な
り
。（
…
…
中
略
…
…
）
拂
亦
た
輔
助
・
輔

佐
の
義
有
り
」
と
、
于
省
吾
の
「
拂
・
弼
は
古
字
が
通
じ
、
弼
は
輔
助
の
意
味
で

あ
る
」
と
す
る
説
を
引
用
す
る
。

二
字
目
の
「

」
に
つ
い
て
。
⑥
呉
鎭
烽
は
「

」
と
讀
ん
で
「
腆
」
に
通
じ

國
主
を
指
す
、
も
し
く
は
「

」・「
典
」
に
通
じ
、「

」
は
「
典
」
の
別
體
で

あ
り
「
主
」
す
な
わ
ち
主
持
・
掌
管
の
意
と
す
る
。
曰
古
の
コ
メ
ン
ト
（
第
26
樓
）

は
、「
侖
」
と
釋
す
べ
き
と
し
、
ま
た
曰
古
の
別
コ
メ
ン
ト
（
41
樓
）
で
は
、
音

韻
の
觀
點
か
ら
「
典
」
を
「
戾
」
に
通
ず
る
と
し
、「
拂
戾
」
と
釋
し
て
「
亂
暴

で
手
に
負
え
な
い
人
（
原
文
：
乖
張
暴
戾
之
人
）」
の
意
味
で
あ
る
と
す
る
。
⑤

葉
磊
は
諸
説
を
整
理
し
、漢
字
構
造
の
一
般
的
規
律
か
ら
す
れ
ば
、當
該
字
は「
典
」

聲
の
字
で
あ
る
と
す
る
。

三
字
目
の
「

」
に
つ
い
て
。
⑥
呉
鎭
烽
は
音
義
不
明
と
す
る
が
、
四
字
目
の

「

」
と
併
せ
て
「
畏
忌
」
と
讀
む
べ
き
で
は
な
い
か
と
す
る
。
ま
ず
「

」
の

右
下
「

」
を
「
畏
」
の
別
體
と
見
な
し
、「
畏
」
と
讀
む
べ
き
だ
と
す
る
。
そ

し
て
、「

」
を
「
尸
」
と
「
𢼄
」
と
に
從
う
字
と
解
し
、「
𢼄
」
を
聲
符
と
す
る
。

次
に
「
𢼄
（
啓
）」
が
「
起
」
に
通
ず
る
こ
と
か
ら
、「
𢼄
」
が
「
己
」
聲
の
字
と

通
假
す
る
と
し
、「
忌
」
と
讀
め
る
と
す
る
。
そ
し
て
「
畏
忌
」
と
解
さ
れ
る
事

例
が
、
春
秋
期
の
金
文
や
『
儀
禮
』
に
見
え
る
こ
と
を
傍
證
と
し
て
こ
の
解
釋
の

妥
當
性
を
主
張
し
、
意
味
を
「
謹
愼
」
と
し
た
。「
畏
忌
」
と
す
る
解
釋
に
つ
い

て
は
、
曰
古
の
コ
メ
ン
ト
（
第
27
樓
）
も
こ
れ
を
是
と
す
る
。
對
し
て
蒿
耳
の
コ

メ
ン
ト
（
第
28
樓
）
で
は
、「

」
を
「
尸
」
に
從
う
字
で
は
な
く
「
弓
」
に
從

う
字
で
あ
り
、「
啓
」
の
分
化
字
で
あ
る
と
す
る
一
方
、
最
終
的
に
「
忌
」
の
意

味
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
支
持
す
る
。
⑤
葉
磊
は
諸
説
を
整
理
し
、「

」
と

隷
定
す
る
説
を
批
判
し
、下
部
の
「
火
」「
鬼
」「
戈
」
と
隷
定
さ
れ
る
字
形
を
「
炅
」

「
戈
」
に
隷
定
す
べ
き
だ
と
す
る
一
方
、
最
終
的
な
字
釋
に
つ
い
て
は
存
疑
待
考

と
す
る
。

こ
の
四
字
句
全
體
の
解
釋
に
つ
い
て
は
、⑥
呉
鎭
烽
は
「
拂

畏
忌
」
と
釋
し
、

「
愼
重
か
つ
思
慮
深
く
國
君
を
補
佐
す
る
」
の
意
味
と
解
し
た
。
こ
れ
に
對
し
て
、

曰
古
コ
メ
ン
ト
（
第
41
樓
）
は
「（
賢
く
な
い
者
や
亂
暴
者
、
國
事
を
論
ず
る
か

否
か
を
問
わ
ず
）、
恐
れ
を
抱
き
續
け
る
よ
う
に
さ
せ
た
」・
王
寧
コ
メ
ン
ト
（
第

47
樓
）
は
「
出
征
の
意
志
」・
⑦
張
崇
禮
は
「
諸
侯
の
行
動
規
範
を
補
佐
す
る
こ

と
を
司
っ
た
」
な
ど
の
異
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

⑥
呉
鎭
烽
の
解
釋
は
、
コ
メ
ン
ト
で
い
く
つ
か
の
異
な
る
見
解
が
提
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
全
面
的
に
支
持
で
き
る
も
の
で
も
な
い
が
、
隷
定
・
字
釋
共
に
何

れ
も
難
解
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
⑥
呉
鎭
烽
の
解
釋
に
從
っ
て
お

く
。「

台
（
以
）
𠪚
（
嚴
）

若
否
」
に
つ
い
て
。
⑥
呉
鎭
烽
は
、「
嚴

け
き

」
は
「
肅
敬
」

あ
る
い
は
「
敬
畏
」
の
意
、「
若
否
」
は
「
善
惡
」
の
意
味
（『
詩
』
大
雅
／
蕩
之

什
／
烝
民
「
邦
國
若
否
」、
鄭
玄
箋
「
若
順
也
、
順
否
猶
臧
否
。
謂
善
惡
也
（
若

は
順
也
。
順
否
は
猶
お
臧
否
の
ご
と
き
な
り
。
善
惡
を
謂
う
な
り
）」）
と
そ
れ
ぞ

れ
解
し
、
句
全
體
と
し
て
「
國
事
の
良
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
、
す
べ
て
に
恐
れ

愼
み
の
心
を
以
て
こ
れ
に
接
す
る
」
と
す
る
。
今
、
そ
れ
に
從
っ
て
お
く
。



一
〇
五

漢
字
學
硏
究　

第
一
〇
號

乍
（
作
）
元
女
孟
姬
宗
彝
般
（
盤
）。

こ
の
一
文
は
、
作
器
に
言
及
し
た
文
で
あ
る
。
前
後
の
文
と
異
な
り
韻
は
踏
ま

な
い
。
そ
の
た
め
、
晉
公
の
發
言
を
記
錄
し
た
部
分
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
。

ま
た
こ
の
文
に
続
く
文
が
、
前
の
部
分
（
晉
公
が
自
ら
の
功
績
を
称
え
た
言
）
の

續
き
と
も
讀
み
と
れ
る
た
め
、
こ
の
文
と
後
文
と
の
配
置
が
顛
倒
し
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
顛
倒
し
て
い
る
と
判
斷
し
て
釋
讀
を
行
う
。

「
宗
彝
」
と
本
器
後
文
の
「
宗
婦
」
が
ペ
ア
で
使
用
さ
れ
る
例
と
し
て
、
宗
婦

𨛳

𫱲
鼎
（『
集
成
』2683

〜2689
、春
秋
早
期
）
な
ど
宗
婦
𨛳

𫱲
關
連
器
が
知
ら

れ
る
。

「
元
女
」
は
、『
左
傳
』
襄
公
二
十
五
年
「
元
女
大
姬
、
配
胡
公
」
／
西
晉
：
杜

預
『
春
秋
經
傳
集
解
』
襄
公
二
十
五
年
「
元
女
、
武
王
之
長
女
」
に
從
い
、
長
女

の
意
と
す
る
。「
孟
姬
」
も
、『
爾
雅
』
釋
詁
下
「
育
・
孟
・
耆
・
艾
・
正
・
伯
、

長
也
」
に
從
え
ば
、「
長
」
の
意
味
と
な
り
長
女
を
指
す
が
、
こ
ち
ら
は
個
人
稱

謂
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。「
姬
」は「
姬
姓
」の「
姬
」。
晉
は
、

始
祖
唐
叔
虞
が
（
武
王
で
あ
れ
成
王
で
あ
れ
）
周
王
の
弟
で
あ
り
、
周
王
室
と
同

姓
で
あ
る
。
後
漢
：
班
固
『
白
虎
通
』
第
八
情
性
「
適
長
稱
伯
、
伯
禽
是
也
。
庶

長
稱
孟
、
以
魯
大
夫
孟
氏
」
と
あ
る
よ
う
に
、
男
女
そ
れ
ぞ
れ
（『
禮
記
』
曲
禮

上
「
男
女
異
長
（
鄭
玄
注
「
各
自
爲
伯
季
也
」）」）
に
嫡
出
長
子
を
「
伯
」、
庶
長

子
を
「
孟
」
と
稱
し
た
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

實
際
「
伯
」
に
つ
い
て
は
、『
春
秋
』
經
文
隱
公
二
年
「
伯
姬
歸
于
紀
」（
杜
預

注
「
無
傳
、伯
姬
魯
女
」）
の
例
が
よ
く
知
ら
れ
、他
な
ら
ぬ
文
公
の
姉
が
「
伯
姬
」

と
呼
ば
れ
て
い
る（『
左
傳
』僖
公
十
五
年「
晉
獻
公
筮
嫁
伯
姬
於
秦
」。
一
方「
孟
」

に
つ
い
て
は
、
趙
莊
姬
（
趙
朔
の
妻
／
杜
預
注
「
莊
姬
、
晉
成
公
女
」
／
『
史
記
』

趙
世
家
は
「
成
公
姊
」
と
す
る
が
、
唐
：
孔
穎
達
『
春
秋
正
義
』
成
公
八
年
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
賈
逵
・
服
虔
説
や
そ
れ
を
踏
ま
え
た
杜
預
説
に
從
い
、
成
公
の

娘
と
し
た
方
が
良
い
）
が
『
左
傳
』
成
公
十
七
年
に
「
孟
姬
」
と
書
か
れ
る
。
以

上
の
例
か
ら
す
れ
ば
、「
伯
」・「
孟
」
に
は
一
應
の
使
い
分
け
が
存
在
し
た
よ
う

で
あ
る
。
金
文
で
は
、『
集
成
』
の
み
で
四
十
例
近
く
あ
る
「
孟
姬
」
の
方
が
圧

倒
的
に
多
く
、「
伯
」
の
例
は
白
姬
乍

（『
集
成
』3350

、
西
周
晩
期
）・
豐

井
弔

（『
集
成
』3923

、
西
周
晩
期
）
の
「
白
（
伯
）
姬
」
が
知
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、『
春
秋
』
經
文
・『
左
傳
』
の
用
例
を
踏
ま
え
て
、「
元
女
孟
姬
」

を
「
嫡
庶
問
わ
ず
最
年
長
の
娘
」
と
解
す
る
。

「
宗
彝
般
（
盤
）」
は
、「
宗
廟
の
お
祀
り
で
使
用
す
る
た
め
の
盤
（
即
ち
本
器
（
の

器
種
））」
の
意
と
解
し
た
。

（
將
）
廣
啓
邦
、
虔

（
恭
）

（
盟
）
祀
、
卲
（
昭
）

（
答
）
皇

（
卿
）、
𤤧
（
柔
）

（
順
）
百
黹
（
職
）。

啓
邦
の
「
邦
（
東
部
）」・
盟
祀
の
「
祀
（
之
部
）」・
皇
卿
の
「
卿
（
陽
部
）」・

百
職
の
「
職
（
職
部
）」
が
そ
れ
ぞ
れ
韻
を
踏
む
。

「

（
將
）
廣
啓
邦
」
に
つ
い
て
。
⑥
呉
鎭
烽
は
一
字
目
を
「

」
と
隷
定
し

て
雙
聲
疊
韻
字
の
「
載
」
と
通
假
す
る
と
見
な
し
、
發
語
の
語
氣
を
強
め
る
作
用

の
字
で
あ
る
と
し
た
。
句
と
し
て
は
「
廣
開
疆
土
（
疆
土
を
切
り
開
き
）」
の
意

と
す
る
。
こ
れ
に
對
す
る
單
育
辰
コ
メ
ン
ト
（
第
6
樓
）
は
、「
爿
」
に
從
い
「
筐
」

に
從
う
字
形
と
解
し
て
「
將
」
と
釋
す
。
⑦
張
崇
禮
は
「

」
と
隷
定
し
て
、「
將
」
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と
釋
す
。
⑭
謝
明
文
は
單
育
辰
と
同
様
の
資
料
と
考
察
に
基
づ
き
「
壯
」
と
釋
す
。

⑤
葉
磊
は
諸
説
を
檢
討
し
て
單
育
辰
等
の
説
に
從
い
「

」
と
釋
し
、
同
じ
聲
符

「
爿
」
を
持
つ
「
將
」
と
讀
む
べ
き
だ
と
し
、「
將
廣
」
と
い
う
表
現
が
『
國
語
』

周
語
上
等
に
見
え
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。本
稿
で
は
、字
釋
は
⑤
葉
磊
に
從
い「
將
」

と
し
、『
國
語
』
周
語
上
の
「
將
（
は
た
・
あ
る
い
は
）」
の
意
味
と
解
し
て
お
く
。

「
將
（
は
た
・
あ
る
い
は
）」
と
解
し
た
場
合
、
上
述
の
よ
う
に
前
文
と
の
繋
が
り

が
よ
く
分
か
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
の
晉
公
自
贊
の
續
き
と
し
て
讀
め

ば
「
○
○
と
い
う
業
績
を
擧
げ
た
。
あ
る
い
は
△
△
と
い
う
業
績
を
擧
げ
た
」
と

解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
本
稿
で
は
晉
の
疆
域
を
切
り
開
い
た
と
解
釋
し
、

句
全
體
を
「
は
た
、（
晉
）
邦
（
疆
域
）
を
切
り
開
き
」
と
解
す
。

「
虔

（
恭
）

（
盟
）
祀
」
に
つ
い
て
。
⑥
呉
鎭
烽
は
「

」
が
通
常
「
日
」

と
「
月
」
と
に
從
う
字
で
あ
る
に
も
關
わ
ら
ず
、
本
銘
が
「
田
」
と
「
月
」
と
に

從
う
字
形
と
な
っ
て
い
る
點
に
つ
い
て
、
誤
字
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
本
稿

で
も
そ
れ
に
從
う
。
ま
た
⑥
呉
鎭
烽
は
、「
盟
」
は
「
盟
約
」、「
祀
」
は
祭
祀
の

意
味
で
あ
る
と
し
、
句
全
體
の
意
味
と
し
て
は
「
獻
身
的
に
、
諸
侯
と
の
盟
誓
と

祖
先
祭
祀
と
を
執
り
行
う
」
と
解
し
た
。

「
卲
（
昭
）

（
答
）
皇

（
卿
）」
に
つ
い
て
。
馬
承
源
は
、「

」
は
「
荅
」

の
古
字
で
（『
集
韻
』
合
部
「
答
、
古
作
畣
」
／
「
荅
」
は
「
答
」
に
通
ず
）、
文

獻
で
は
誤
っ
て
「
畣
」
に
作
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
馬
承
源
は
、『
楚
辭
』

離
騷
「
孰
云
察
餘
之
善
惡
」
王
逸
注
「
屈
原
荅
靈
氛
曰
…
…
」
の
「
荅
」
字
が
敦

煌
卷
子
本
で
は
「

」
に
作
っ
て
い
る
と
指
摘
）。
⑥
呉
鎭
烽
は
盤
銘
で
は
「

」

と
な
っ
て
い
る
が
、
盆
銘
に
從
っ
て
「
卿
」
と
す
べ
き
と
し
た
（
盤
銘
が
誤
字
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
）。
ま
た
⑥
呉
鎭
烽
は
、「
昭
答
」
を
「
誠
敬
地
酬
答
（
誠
意
を

も
っ
て
相
手
を
敬
い
報
い
る
）」
と
解
す
。「
皇
卿
」
は
、
⑧
白
川
靜
が
指
摘
す
る

よ
う
に
類
例
を
見
な
い
表
現
で
あ
る
。
こ
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
周
王
朝
の
「
卿

事
寮
」・「
卿
子
」
の
表
現
を
借
り
て
諸
侯
國
の
臣
下
（
陪
臣
）
の
最
上
層
を
指
す

美
麗
的
表
現
と
し
て
、「
卿
」
を
含
む
句
を
用
い
た
も
の
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
の
た
め
本
句
は
「
皇
卿
に
對
し
て
誠
意
を
も
っ
て
敬
い
報
い
」
と
解
し
た
。

「
𤤧
（
柔
）

（
順
）
百
黹
（
職
）」
に
つ
い
て
。
⑥
呉
鎭
烽
は
「

」
を
「
順
」

と
讀
む
べ
き
だ
と
し
た
。
ま
た
⑥
呉
鎭
烽
は
、「
𤤧
」
字
で
は
な
く
「
協
」
と
釋

す
る
が
、「
𤤧
（
柔
）」
の
意
味
で
も
「
柔
順
百
官
」
と
な
る
の
で
意
味
は
通
ず
る

と
す
る
。
本
稿
で
は
、
當
該
字
を
既
に
「
𤤧
（
柔
）」
と
讀
む
説
に
左
袒
し
て
い

る
た
め
、こ
の
句
は
「
柔
順
百
職
」
と
讀
み
、「
百
官
を
柔
順
に
し
た
」
と
解
す
る
。

（
雖
）
今
小
子
、

（
敕
）

（
せ
つ－

乂が
い

）
爾
家
、
宗
婦
楚
邦
。

こ
の
部
分
か
ら
、
晉
公
の
新
た
な
發
言
と
な
る
。
小
子
の
「
子
（
之
部
）」・
楚

邦
の
「
邦
（
東
部
）」
が
そ
れ
ぞ
れ
脚
韻
字
で
、前
後
の
文
に
見
え
る
同
韻
字
（
前

者
は
「
之
部
」・「
職
部
」・「
幽
部
」
／
後
者
は
「
東
部
」・「
陽
部
」）
と
そ
れ
ぞ

れ
韻
を
踏
む
。
間
の
「
家
（
魚
部
）」
は
前
後
の
句
と
韻
が
異
な
る
が
、
魚
部
は

陽
部
と
陰
陽
對
轉
の
關
係
に
あ
る
た
め
、
本
器
の
脚
韻
字
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る

東
陽
合
韻
字
と
押
韻
を
想
定
可
能
で
あ
る
。

「
𨾟
（
雖
）
今
小
子
」
に
つ
い
て
。「
𨾟
（
雖
）」
の
字
釋
は
既
に
述
べ
た
。
こ

ち
ら
の
「
小
子
」
に
つ
い
て
は
、
上
文
の
よ
う
に
「
余
小
子
」
と
な
っ
て
い
る
場

合
は
、『
禮
記
』
曲
禮
下
「
君
大
夫
之
子
、
不
敢
自
稱
曰
余
小
子
」
に
從
い
、
自

ら
が
謙
遜
す
る
辭
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
「
余
」
が
付
か
な
い
。
金
文
の
場
合
、
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君
主
の
上
位
者
が
下
位
者
に
對
し
て
「
小
子
」
と
稱
す
る
例
に
、師
獸

（『
集
成
』

4311
、
西
周
晩
期
）「
女
（
汝
）
有
隹
（
唯
）
小
子
」・
不
𡢁

（『
集
成
』

4328
・4329
、
西
周
晩
期
）「
不
𡢁
、
女
（
汝
）
小
子
」
が
あ
り
、
ま
た
『
詩
』

大
雅
／
思
齊
「
肆
成
人
有
徳
、
小
子
有
造
」
の
孔
穎
達
正
義
「
小
子
、
未
成
人
者

謂
」
の
例
が
あ
る
。
本
銘
文
も
そ
れ
に
類
す
る
事
例
と
し
て
「
未
成
年
の
子
供
」

の
意
味
と
し
て
解
し
、「
小
子
」
を
晉
公
が
娘
を
稱
し
て
い
る
表
現
と
み
な
す
。

こ
の
句
全
體
と
し
て
は
、
晉
公
が
娘
に
對
し
告
解
を
埀
れ
る
部
分
と
な
る
。

「

（
敕
）

（

－

乂
）
爾
家
、」
に
つ
い
て
。「

」
は
「
敕
」
の
繁
文
と

解
し
、𥂴
銘
が
「
整
」
と
解
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
（
⑭
謝
明
文
參
照
）、本
銘
も
「
整
」

の
意
味
と
す
る
。「

」
の
解
釋
は
、既
に
述
べ
た
。
⑧
白
川
靜
は
、
𥂴
銘
の
「
家
」

と
釋
さ
れ
る
字
に
つ
い
て
、
脚
韻
が
通
じ
な
い
と
す
る
觀
點
か
ら
郭
沫
若
説
の

「
容
」
に
左
袒
す
る
。
本
器
銘
文
で
は
、
明
ら
か
に
「
家
」
と
隷
定
可
能
で
あ
り
、

「
家
」
と
す
べ
き
で
あ
る
（
𥂴
銘
の
字
釋
に
つ
い
て
は
、
⑭
謝
明
文
の
諸
説
・
諸

資
料
を
檢
討
し
て
「
家
」
と
す
る
見
解
が
參
考
に
な
る
）。

「
宗
婦
」
に
つ
い
て
。『
春
秋
公
羊
傳
』
莊
公
二
十
四
年
「
宗
婦
者
何
、
大
夫
之

妻
也
」
と
あ
る
の
が
最
も
古
い
見
解
だ
が
、
本
銘
の
「
宗
婦
」
は
、
唐
：
孔
穎
達

『
禮
記
正
義
』
内
則
「
宗
婦
、
謂
大
宗
子
之
婦
」
の
解
釋
の
方
が
當
て
は
ま
る
だ

ろ
う
。

「
楚
邦
」
に
つ
い
て
。「
楚
邦
」
は
現
在
の
湖
北
省
南
部
、
江
漢
平
原
に
本
據
地

を
置
い
た
國
家
「
楚
」
で
あ
る
と
し
て
問
題
な
い
。「

盤
」（『
銘
圖
』14543

、

西
周
晩
期
／
『
漢
字
學
硏
究
』
2
号
、2014

年
參
照
）
や
「
子
犯
鐘
」（『
銘
圖
』

15200

〜15215

、春
秋
中
期
／
『
漢
字
學
硏
究
』
1
号
、2013

年
參
照
）
で
は
「
楚

荊
」
と
貶
稱
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
に
比
し
て
、
本
器
や
晉
公
𥂴
で
は
「
楚
」
單

獨
で
用
い
て
い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
こ
の
違
い
は
、
本
器
が
婚
姻
と
い
う
親

和
を
目
的
と
し
て
作
成
さ
れ
た
た
め
に
、「
楚
荊
」
と
い
う
貶
稱
を
使
用
し
な
か
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
城
濮
の
戰
い
直
後
に
婚
姻
を
結
ぶ
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑

問
が
、
本
器
を
文
公
期
と
斷
代
す
る
の
に
い
さ
さ
か
躊
躇
す
る
理
由
と
も
な
っ
て

い
る
。

烏
（
於
）

（
昭
）
萬
年
、
（
晉
）
邦
隹
（
唯
）
雗
（
翰
）、永
㝩
（
康
）

寶
。こ

こ
か
ら
、
吉
祥
を
願
う
句
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
脚
韻
字
も
異
な
り
、
萬
年

の
「
年
（
眞
部
）」・
唯
翰
の
「
翰
（
元
部
）」
が
「
眞
元
合
韻
」
と
な
る
。
再
末

尾
の
「
寶
（
幽
部
）」
は
前
者
と
は
韻
を
踏
ま
な
い
が
、①
鄧
佩
玲
は
、前
文
の
「
之

部
」
字
（
小
子
の
「
子
」（
之
部
））
と
の
合
韻
を
想
定
す
る
。

「
烏
（
於
）」
に
つ
い
て
。「
烏
」
は
詠
嘆
の
語
氣
詞
。
本
稿
で
は
「
あ
あ
」
と

讀
む
。

「

（
昭
）」
に
つ
い
て
。
字
形
の
隷
定
や
釋
文
に
關
す
る
諸
説
は
⑤
葉
磊
が
整

理
し
て
お
り
、
⑥
呉
鎭
烽
の
左
半
を
「
尸
」・「
卜
」
の
變
形
と
し
、
右
半
を
「
召
」

に
從
う
字
形
と
し
て
最
終
的
に
「

」
と
隷
定
（「
昭
」
と
釋
）
す
る
説
は
、
他

の
文
字
の
風
格
な
ど
か
ら
訛
變
を
想
定
す
る
説
を
取
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
。

確
か
に
⑤
葉
磊
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
尸
」
と
隷
定
す
る
の
は
い
さ
さ
か
無
理

が
あ
り
、
こ
の
部
分
の
字
形
を
共
有
す
る
「

」
と
同
じ
く
「
弓
」
と
解
す
る
べ

き
だ
ろ
う（
⑥
呉
鎭
烽
の
蒿
耳
コ
メ
ン
ト（
第
28
樓
）參
照
）。従
っ
て
左
半
は「
弓
」、

右
半
は
「
匕
」
形
に
從
う
「

」
と
そ
れ
ぞ
れ
隷
定
し
、「
卲
（「
昭
」
の
古
體
）」
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の
繁
體
と
解
す
る
。
意
味
は
暫
定
的
に
「
昭
（
光
り
輝
く
よ
う
に
現
れ
る
）」
と

釋
し
て
お
く
が
、「
萬
年
」
の
直
前
に
修
飾
語
を
冠
す
る
例
が
希
見
で
あ
る
こ
と

か
ら
、「「
𤼈
其
萬
年
永
寶
日
鼓
」（「
𤼈
鐘
」『
集
成
』247

、
西
周
中
期
）
の
「
𤼈
」

の
如
く
「

」
が
作
器
者
の
個
人
名
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

「
翰
」
に
つ
い
て
。
⑧
白
川
靜
は
「
保た
も

ち
」
と
解
す
。
⑥
呉
鎭
烽
は
、
⑭
謝
明

文
の
「
こ
の
句
が
本
來
は
「
翰
晉
邦
」
で
あ
っ
た
の
を
、「
四
字
句
＋
押
韻
」
の

構
造
を
揃
え
る
（
年
：
眞
部
／
翰
：
元
部
）
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
句
形
に
な
っ

た
」
と
す
る
指
摘
を
是
と
す
る
が
、
晉
公
が
自
國
を
楚
の
「
翰
」
と
す
る
の
は
不

可
能
で
あ
る
と
疑
問
を
呈
す
る
。
そ
の
た
め
⑥
呉
鎭
烽
は
、李
學
勤
に
從
っ
て「
輔

翼
」
の
意
味
と
し
、『
詩
』
大
雅
／
蕩
之
什
／
崧
高
「
維
申
及
甫
、
維
周
之
翰
」

の
「
翰
」
な
ど
を
そ
の
典
據
と
し
て
擧
げ
る
。
た
だ
し
、
毛
傳
「
翰
榦
也
」
よ
り

以
來
、
こ
の
「
翰
」
は
傳
統
的
に
「
幹
」
の
意
味
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
（
鄭
箋

は
更
に
「
楨
榦
（
物
事
を
制
御
す
る
根
幹
）」
と
し
て
釋
し
、
文
脈
上
「
藩
屛
」

の
意
と
し
て
解
す
）。『
銘
文
選
』
は
『
詩
』
の
解
釋
に
沿
っ
て
「
楨
榦
」
の
意
と

す
る
。
本
稿
で
は
『
詩
』
崧
高
の
毛
傳
・
鄭
箋
に
從
い
、「
楨
榦
」
の
意
味
と
し
、

句
全
體
と
し
て
「
楚
に
嫁
い
だ
娘
が
晉
に
と
っ
て
の
（
晉
楚
關
係
を
良
好
な
も
の

と
す
る
た
め
の
）
根
幹
と
な
っ
て
」
と
釋
す
。

こ
の
句
の
前
後
を
含
め
、
全
體
と
し
て
「
晉
の
興
隆
長
久
す
る
爲
の
根
幹
と
な

る
こ
と
を
祈
り
、
そ
の
た
め
に
も
本
器
を
長
く
使
う
よ
う
に
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
娘
の
嫁
入
り
道
具
に
、
實
家
の
興
隆
長
久
を
願
う
文
章

を
鑄
込
む
行
爲
は
非
常
に
興
味
深
い
。

「
㝩
（
康
）
寶
」
に
つ
い
て
。「
㝩
」
は
清
：
戴
震
『
方
言
疏
證
』
卷
十
三
「
㝩

空
也
（（
戴
震
）
案
、
㝩
各
本
作
漮
。
注
内
㝩
㝗
、
各
本
訛
作
漮
窘
。
今
訂
正
）」

の
戴
震
案
語
に「
㝩
康
古
通
」と
書
か
れ
る
よ
う
に（『
詩
』小
雅
／
賓
之
初
筵「
酌

彼
康
爵
、
以
奏
爾
時
」
の
鄭
玄
箋
「
康
、
虛
也
」
と
あ
る
の
が
一
例
）、
古
來
通

過
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
（
何
れ
も
陽
部
）、「
康
」
と
釋
し
て
問
題
な
い
。「
康
寶
」

は
、「
秦
公
鐘
」（『
集
成
』262

〜266

、
春
秋
早
期
）・「
秦
公
編
鎛
」（
集
成

267

〜269

、春
秋
早
期
）
に
用
例
が
あ
る
。
⑥
呉
鎭
烽
は
『
商
周
青
銅
器
銘
文
選
』

の
説
「「
康
」
を
「
安
」・「
安
好
（
安
全
・
安
心
）」
の
意
と
し
、「
永
康
寶
」
を
「
こ

の
器
を
い
つ
ま
で
も
安
全
に
保
ち
續
け
る
よ
う
に
」
と
解
す
る
」
を
引
き
、
ま
た

別
に
独
自
の
説
と
し
て
「
康
」
は
「
庚
」
に
通
じ
（
筆
者
注
：「
康
」
は
「
庚
」

を
聲
符
と
す
る
）、「
庚
」
に
「
繼
續
」
の
義
が
あ
る
こ
と
を
根
據
に
、「
永
康
寶
」

を
「
末
永
く
こ
の
器
を
寶
と
し
續
け
る
よ
う
に
」
の
意
味
と
し
、
金
文
の
常
用
句

で
あ
る
「
子
子
孫
孫
永
寶
用
」
と
同
義
で
あ
る
と
し
た
。
本
稿
で
は
⑥
呉
鎭
烽
の

「
末
永
く
こ
の
器
を
寶
と
し
續
け
る
よ
う
に
」
と
す
る
解
釋
に
從
う
。

訓
讀隹

（
唯
）
れ
王
の
正
月
初
吉
丁
亥
、晉
公
曰
く
、我
が
皇
且
（
祖
）

（
唐
）
公
、

大
命
を
膺
受
し
、
武
王
を
左た

す右
け
、
百
蠻
を

（
教
）
威
し
、
廣
く
亖
（
四
）

方
を
𨴔
（
闢
）
き
、
大
庭
に
至
り
、

を
秉と

ら
ざ
る
な
し
。
王

（
唐
）
公
に

命
じ
、㡯
（
宅
）
を
京

（
師
）
に
建
て
、君
百
生
（
姓
）
も
て
邦
を
乍
（
作な

）
す
。

我
が
烈
考
憲
公
、克
□
亢
猷
に
し
て
、彊
（
強
）
武
は
魯
宿
（
肅
）
た
り
、靈
（
令
）

名
□
不
た
り
て
、
赫
赫
と
し
て
上
に
在
り
。
以
て
天
命
を
嚴つ

つ
しみ
寅う
や
ま恭
い
、
以
て
朕

が
身
を
乂お
さ

（
治
）
め
、
晉
邦
を
孔は
な
はだ
靖や
す

ん
ぜ
ん
。

公
曰
く
、
余
、
今
ま
小
子
と
雖
も
、
敢
え
て
先
王
に
帥
型
し
、
徳
を
秉と

る
こ
と

秩
秩
た
り
て
、
萬
邦
を
柔
燮
し
、
哀
﹇
哀
﹈　

日
に
卑
恭
せ
ざ
る
は
な
し
。
余
、
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胤
（
俊
）
士
を
咸
畜
し
、
吾
が
左
右
と
作な

し
、
王
國
を
保ほ

乂が
い

す
。
拂

畏
忌
に
し

て
、
以
て
若
否
を
嚴
け
き

す
。

元
女
孟
姬
の
宗
彝
盤
を
作
る
。

（
將は
た

）
邦
を
廣
啓
し
、
盟
祀
を
虔
恭
に
し
、
皇
卿
を
昭
答
し
、
百
黹
職
を
柔

（
順
）
に
す
。
今
ま
小
子
と

（
雖
）
も
、
爾
が
家
を
敕
と
と
の
え

（
乂お
さ

）
め
、
楚

邦
に
宗
婦
た
ら
し
む
。

烏あ
あ

（
於
）
昭
た
る
こ
と
萬
年
、

（
晉
）
邦
に
隹
（
唯
）
れ
翰か
ん

た
り
て
、
永な
が

く

康な
が

く
寶
と
せ
よ
。

現
代
日
本
語
訳

（
周
）
王
の
（
某
年
）
正
月
初
吉
丁
亥
の
日
、
晉
公
は
言
っ
た
。

我
が
皇
祖
の
唐
公
は
、
大
命
を
受
け
繼
ぎ
、
武
王
を
補
佐
し
、
百
蠻
に
對
し
て

威
厳
を
も
っ
て
命
令
を
下
し
、
廣
く
四
方
の
疆
域
を
開
拓
し
て
、
大
廷
に
ま
で
至

り
、

を
守
ら
せ
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
。（
周
）
王
は
唐
公
に
命
じ
て
、
そ
の

本
據
地
を
京
師
に
建
て
る
よ
う
に
さ
せ
、（
そ
こ
で
）
君
（
唐
叔
虞
）
は
百
官
と

共
に
國
を
作
り
上
げ
た
。

我
が
亡
く
な
ら
れ
た
父
憲
公
は
、
よ
く
そ
の
任
に
あ
た
り
、
更
な
る
發
展
を
遂

げ
る
た
め
の
計
畫
を
練
り
上
げ
、
武
威
は
嘉
く
嚴
か
で
、
そ
の
令
名
は
ま
す
ま
す

廣
ま
り
、
天
上
で
さ
か
ん
に
輝
い
て
い
る
。
そ
し
て
（
作
器
者
た
る
晉
公
は
）
天

命
を
愼
み
敬
い
、
我
が
身
を
治
め
晉
邦
を
大
い
に
安
ん
じ
よ
う
。

（
晉
）
公
が
言
わ
れ
た
。
余
は
今
つ
ま
ら
な
い
人
間
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
す

す
ん
で
先
王
の
典
型
を
順
守
し
、
そ
の
徳
を
執
り
守
り
愼
み
敬
う
こ
と
整
然
と
秩

序
立
っ
て
執
り
行
い
、（
そ
れ
に
よ
っ
て
）
多
く
の
邦
（
諸
侯
國
）
を
安
ん
じ
調

和
さ
せ
、
そ
れ
ら
殷
々
た
る
邦
々
は
、
日
々
晉
に
恭
順
で
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。

私
は
俊
英
の
士
を
み
な
集
め
、
吾
が
兩
腕
と
な
し
、
王
國
を
保
ち
治
め
た
。（
彼

ら
俊
英
の
士
は
）
愼
重
か
つ
思
慮
深
く
國
君
を
補
佐
し
、（
私
は
）
國
事
の
良
い

こ
と
も
悪
い
こ
と
も
、
す
べ
て
に
恐
れ
愼
み
の
心
を
以
て
接
し
て
き
た
。

長
女
孟
姬
の
宗
廟
の
お
祀
り
で
使
用
す
る
た
め
の
盤
を
作
る
。

は
た
ま
た
（
晉
）
邦
を
切
り
開
き
、
盟
約
と
祭
祀
と
を
恭
し
く
執
り
行
い
、
皇

卿
に
は
誠
意
を
も
っ
て
敬
い
報
い
、
百
官
を
柔
順
に
し
た
。

今
（
お
ま
え
（
娘
）
は
）
子
供
で
は
あ
る
け
れ
ど
、お
ま
え
の
家
を
整
え
治
め
、

楚
邦
の
宗
室
を
治
め
る
婦
人
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

あ
あ
萬
年
光
り
輝
き
、（
楚
に
嫁
い
だ
娘
が
）
晉
邦
の
（
興
隆
長
久
の
）
根
幹

と
な
る
こ
と
を
祈
り
、
末
永
く
こ
の
器
を
寶
と
し
續
け
る
よ
う
に
。

（
本
稿
で
は
、「
長
女
…
…
」
の
段
落
と
、「
は
た
ま
た
…
…
」
の
段
落
は
、
順

序
を
入
れ
㬱
え
て
解
す
べ
き
も
の
と
す
る
）。

※
本
稿
は
、JSPS

科
硏
費JP18K

12001

・JP22H
00606

・JP22K
12738

の
助

成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
立
命
館
大
学
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
硏
究
所
客
員
硏
究
員
）




